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第４３９回南国市議会定例会会議録

第５日 令和７年３月７日 金曜日

出席議員

１番 斉 藤 正 和 ２番 松 下 直 樹

３番 松 本 信之助 ４番 西 内 俊 二

５番 溝 渕 正 晃 ６番 山 本 康 博

７番 斉 藤 喜美子 ８番 杉 本 理

９番 丁 野 美 香 １０番 西 山 明 彦

１１番 神 崎 隆 代 １２番 植 田 豊

１３番 西 本 良 平 １４番 山 中 良 成

１５番 岩 松 永 治 １６番 土 居 恒 夫

１７番 有 沢 芳 郎 １８番 前 田 学 浩

１９番 岡 崎 純 男 ２０番 福 田 佐和子

２１番 今 西 忠 良

―――――――――――＊―――――――――――

欠席議員

な し

―――――――――――＊―――――――――――

出席要求による出席者

市 長 平 山 耕 三 副 市 長 村 田 功

参事兼総務課長兼
副 市 長 北 條 邦 寿 松 木 和 哉

選挙管理委員会事務局長

参事兼財政課長 渡 部 靖 企 画 課 長 田 所 卓 也

情報政策 課 長 徳 平 拓一郎 危機管理 課 長 野 村 学

税 務 課 長 高 野 正 和 市 民 課 長 山 田 恭 輔

子育て支援課長 長 野 洋 高 長寿支援 課 長 中 村 俊 一

保健福祉ｾﾝﾀｰ所長兼
藤 宗 歩 環 境 課 長 横 山 聖 二

こども家庭ｾﾝﾀｰ所長

農林水産 課 長 川 村 佳 史 農地整備 課 長 高 橋 元 和

商工観光 課 長 山 﨑 伸 二 建 設 課 長 橋 詰 徳 幸

地籍調査 課 長 吉 本 晶 先 都市整備 課 長 篠 原 正 一
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住 宅 課 長 松 岡 千 左 上下水道 局 長 濵 田 秀 志

会計管理者兼
竹 村 亜希子 福祉事務 所 長 天 羽 庸 泰

会 計 課 長
参事兼教育次長兼

教 育 長 竹 内 信 人 溝 渕 浩 芳
学校教育 課 長
監 査 委 員

生涯学習課長 前 田 康 喜 中 村 比早子
事 務 局 長

農 業 委 員 会
弘 田 明 平 消 防 長 小 松 和 英

事 務 局 長

―――――――――――＊―――――――――――

議会事務局職員出席者

事 務 局 長 野 口 裕 介 次 長 門 脇 智 哉

書 記 三 谷 容 子

―――――――――――＊―――――――――――

議事日程

令和７年３月７日 金曜日 午前10時開議

第１ 一般質問

―――――――――――＊―――――――――――

本日の会議に付した事件

日程第１ 一般質問

―――――――――――＊―――――――――――

午前10時 開議

○議長（岩松永治） おはようございます。これより本日の会議を開きます。

―――――――――――＊―――――――――――

一般質問

○議長（岩松永治） 日程により一般質問を行います。

順次質問を許します。12番植田豊議員。

〔12番 植田 豊議員発言席〕

○１２番（植田 豊） おはようございます。なんこく市政会、植田です。

通告に従いまして質問をさせていただきます。どうぞ御答弁のほどよろしくお願いいたしま

す。

まず最初に、ごみステーションに津波想定浸水深プレートの設置、危機管理課長にお聞きし

ます。

本市の南海トラフ地震発生時に想定されるエリアと浸水深、浸水の深さです、の告知方法に
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ついて、現時点でどのようにされていますか、御答弁お願いいたします。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 本市の津波浸水想定エリア及び浸水深につきましては、紙媒体

のハザードマップの配布とホームページへの掲載が主なものになります。また、浸水深のライ

ンを入れているタワーが一部あります。以上です。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） 御答弁ありがとうございます。

津波想定浸水深とは、津波によって陸地が浸水する際に地面から水面までの高さ、深さを示

します。津波の浸水深は、津波防災対策の際に用いられます。津波の浸水深に応じた死者率で

は、津波浸水深30センチ、0.3メートル以上で死亡者が発生、津波浸水深１メートルでは死者

率が100％に達するそうです。津波の浸水深50センチでも、人は流されてしまうとされていま

す。

質問です。津波が想定されるエリアの方にとっては、浸水深は生命に直結することです。非

常に重要で、深さを知っておく必要があります。青森県むつ市では、ごみステーションの収集

日が記載された看板に、津波が来た際の想定浸水深の表記を始めたと新聞に載っていました。

本市も何らかの方法で、平時より津波が想定されるエリアの浸水深、深さを意識していただく

工夫が必要かと思います。さきに紹介したむつ市の方法はどうでしょうか、お答えください。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 議員御提案のとおり、津波が想定される地域で住民の方がふだ

んから目にする場所に津波の想定浸水深が分かるものを設置することは、住民意識のさらなる

向上のためにも重要な施策であると考えます。これに関連しまして国土交通省では、まるごと

まちごとハザードマップという取組を進めております。この取組事例なども参考にして、ごみ

ステーションも含めてどのような場所にどのように設置するのが有効か、検討してまいります。

以上です。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） 御答弁ありがとうございます。

平時より津波発生時に想定される浸水深、深さを意識できるよう、工夫をお願いします。

次に、高規格道路の災害時の役目について、危機管理課長にお聞きします。

高規格道路、高知龍馬空港インターチェンジから香南のいちインターチェンジまでの3.5キ

ロメートルの区間が令和７年３月15日、来週末に開通、高知ジャンクションから芸西西インタ
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ーチェンジまでの27.5キロメートルが高規格道路でつながることとなります。この開通により、

南国市をはじめ沿線地域においては観光客の周遊環境の向上になる観光振興、物流の安定化に

よる産業振興、災害時における緊急輸送環境の格段の向上など、さらなる地域活性化が期待さ

れると報道されています。また、今回の開通を受けて、高知県の濵田知事は南海トラフ地震対

策としても大きく前進するとコメントしています。

東部地域の主要道路である国道55号線は、南海トラフ巨大地震による津波の浸水想定区域に

入っていますが、今回の開通によって津波などの被害を受けずに救急活動や救援物資の供給が

できるということです。

お聞きします。

今回の3.5キロメートルの延伸の意義は、防災・減災の視点からどのように変化し、どんな

ことに期待するかをお答えください。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 今回の延伸により物部川を超えて香南市方面へつながったこと

が防災・減災上の観点から大きく変化したところになります。

現在、災害時に国や県の物資を、本市を含む中央東地域に配送するための物資拠点は香南市

にあります高知県立青少年センターとなっております。国から届けられた物資は、一旦この施

設に集められ、県備蓄物資と併せて管内市町村に配送される計画となっておりますが、そのた

めには高知県立青少年センターから本市へのルートがしっかりと確保されることが大前提とな

ります。今回の延伸により、本市側へのルートについて多重に確保されることとなります。物

資の緊急輸送道路として、大きく期待するところであります。以上です。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

今までの高知南国道路内南国市管内部分には、避難場所が５か所あります。今回の延伸で南

国市内管内部分で避難場所は増えましたか。また、改めて高知南国道路避難場所の使用時の留

意点についてお答えください。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 今回の東への延伸に併せて、本市では物部地区に緊急避難場所

を設置していただきました。これにより高知南国道路の緊急避難場所は１か所増の６か所とな

りました。高知南国道路緊急避難場所につきましては、本市のほかの緊急避難場所と違い、入

り口に蹴破り戸を設置しております。これは道路上に避難場所が設置されていることから、平
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時の交通事故等を防ぐためのものであります。訓練時には許可の下、解除し使用できますが、

ふだんは許可なく立ち入らないようにお願いいたします。

また、実際の避難後につきましても、むやみに道路部分に立ち入らないことが必要です。こ

の点につきましても事故防止の観点からお願いをするところです。以上です。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

私は、高知市、南国市、香南市、芸西村とつながりました今回の延伸は、広域避難を視野に

入れて、避難される方の受入れ場所も具体的に検討していく必要があると考えます。今までの

広域避難に関する質問に対しての答弁は具体的な場所の話はなかったように思いますが、広域

避難場所についての計画予定についてお答えください。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 南海トラフ地震等大規模災害発生時の避難所確保のための施策

として、高知県の中央圏域、具体的には高知市、南国市、土佐市、香南市、香美市、本山町、

大豊町、土佐町、大川村、いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村の14市町村で中央圏域

広域避難計画を定めております。これは発災時に自らの市町村だけでは避難所が不足する場合

に、相互にマッチングをした上で避難所を確保するための計画であります。

本市としても南海トラフ地震発生時には避難スペースが不足することも考えられます。その

際には、この計画の枠組みで広域避難を検討することが必要となります。発災時の状況により

ますので、事前にこの場所ということを決めることが難しい面もありますが、迅速なマッチン

グの中で速やかな避難所確保を目指してまいります。

今回整備されました高知南国道路は、避難者の輸送に際しての大きな力になると考えており

ます。

なお、市町村間の避難者輸送に関しましては、中央圏域の14市町村及びバス事業者16社と災

害時におけるバスによる緊急輸送等に関する協定を結んでおります。以上です。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

なかなか計画どおりに遂行できる内容ではありませんが、防災・減災につながることを最大

限実施していただきたいと思います。よろしくお願いします。

次に、新図書館のサービス面についてお聞きします。

昨日の土居議員の内容に若干答弁が重複する部分があろうかと思いますが、よろしくお願い
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します。

生涯学習課長にお聞きします。

開館時期は来年、令和８年春の予定とお聞きしています。１年後になりました。進捗状況を

お聞きします。計画どおりでしょうか。予定どおりなら、開館日は決まっていますか、お願い

します。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 新図書館の建設につきましては、事業の計画どおりに進捗して

おります。施政方針でも報告しましたが、新図書館整備につきましては令和６年度より新図書

館本体の建設工事に着手しており、令和７年度中の竣工を予定しております。

開館時期については、令和８年春頃を予定しております。開館日は決定しておりませんが、

建設工事の進捗状況を見守りながら、ふさわしい開館日を検討したいと考えております。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

新図書館は、以前の図書館以上に市民の憩いの場としての重要な役割があります。そこで、

かみーる、香美市立図書館のサービス面の幾つかを紹介しながら質問させていただきます。

私自身、かみーるは時々利用させていただいていますので、まず最初にＷｉ－Ｆｉ環境にな

っていますか。かみーるは館内エリア全域でＷｉ－Ｆｉ環境が整っています。また、備付けの

パソコンでインターネット環境が整うことになるでしょうか、お願いします。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 新図書館においては、館内全体でＷｉ－Ｆｉが使用できるよう

に公衆無線ＬＡＮ環境の整備を行う予定であります。また、市民の方がインターネットを閲覧

できるパソコンについては、４台設置する計画となっております。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございました。

次に、タブレットやポータブルＤＶＤプレーヤーの貸出しができますか。貸出しできるなら

高額な機器となりますので、貸出条件や方法についてお聞きします。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 現在のところ、タブレットやポータブルＤＶＤプレーヤーの導

入は予定しておりません。機器を導入しても貸出しできるＤＶＤ自体が少ないという問題があ

りますので、近隣市町村の状況や市民ニーズを把握しながら検討してまいりたいと考えており
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ます。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） 次に、電子図書の充実はどうでしょうか。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 電子図書館につきましては、オーテピア高知図書館がサービス

提供をしており、高知県民であれば利用可能となっております。南国市単独で導入することは

費用対効果が見合わないのではないかと考えております。今後につきましては、オーテピア高

知図書館の電子図書館サービスの利用を促していくような連携を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

次に、図書の貸出し以外の部屋はどのような部屋がありますか。かみーるでは、講演会や催

物に使える100席を収容できる部屋があります。お答えください。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） ２階に講演会や催物などで使える集会室を整備する計画となっ

ております。部屋の広さは約92平米となり、長机を置いた形で50席程度が収容できる広さとな

っております。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） 次に、かみーるでは10人くらいまでの複数名で利用できる小さい部屋

がありますが、その部屋で学生さんが一定の声量、音量で話し合っている様子を見かけること

があります。新図書館ではどうでしょうか。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 新図書館では、２名以上のグループで学習や研究活動をするた

めのグループ学習室を１階に２部屋、２階に２部屋の合計４部屋を整備する計画となっており

ます。収容人数は、８名の部屋が３部屋と４名利用の部屋が１部屋となっております。これら

の部屋は戸を閉めて活動ができますので、会話をしながら学習活動等に利用していただけるよ

うに計画しております。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

次に、体の不自由な方や小さなお子様への配慮サービスはどうでしょうか。かみーるでは、
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貸出車椅子、オストメイト、介助用ベッド、バリアフリー図書の貸出し、授乳室、おむつ交換

台、子供用トイレ等があります。お答えください。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） オストメイト対応の多目的トイレを１階、２階ともに設置する

ほか、１階の児童書コーナーの近くに児童用トイレと授乳室を設置する計画となっております。

また、貸出用車椅子も整備する予定であります。

バリアフリー図書につきましては、現図書館においてもコーナーを設けて、目の不自由な方

向けの録音図書再生機の貸出し等も行っておりますので、新図書館におきましても同様のサー

ビス提供や、引き続きバリアフリー図書の充実に努めてまいりたいと考えております。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

次に、コピーサービスはどうでしょうか。かみーるでは、Ａ３サイズ以内の白黒であれば１

枚10円です。お答えください。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） コピーサービスについては現図書館でも行っており、新図書館

においても引き続き行いたいと考えております。

料金につきましては、南国市手数料徴収条例に基づき、白黒が１枚10円、カラーは１枚80円

を頂いております。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） 次に、飲食室はありますか。かみーるでは、自動販売機、コーヒーマ

シンがあり、その部屋内での持込み飲食もオーケーです。時間帯も開館前の９時30分から利用

可能で、そこで開館時間の10時まで待つこともできます。お答えください。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 土居議員への答弁と同じになりますが、２階に自動販売機を設

置し、談話スペースを設ける計画となっておりますので、そのスペースでは飲食可能としたい

と考えております。また、それ以外のスペースでは、水筒やペットボトル等の蓋の閉まる飲物

に限って利用可能としたいと考えております。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） 次に、その他の南国市新図書館ならではのサービスをお聞きします。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。
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○生涯学習課長（前田康喜） 新図書館では、駐車場台数や開架スペースが広くなり、学習の

ための座席数も増えるため、多くの方に御利用いただけると考えております。まずは図書館の

基本的な役割を果たせるように資料を充実させ、情報提供や地域の課題解決を支援できるよう

な役割を果たしていきたいと考えております。また、先ほど答弁したとおり、集会室を整備す

る計画ですので、市民の学びや成長に役立つような企画、講座、イベントなどを開催したいと

考えております。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございました。よろしくお願いします。

最後に、ＮＡＣＯバスのバス停は近くにできますか。かみーるは図書館敷地内にバス停があ

り、非常に便利になっています。免許証を返納された自家用車の使用をしなくなったと思われ

る御高齢の方の乗降を時々見ますが、南国市の新図書館の場合はＮＡＣＯバスのバス停は近く

にできますか、お答えください。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 市民の皆さんが新図書館へ来館しやすいように、新図書館の近

くに停留所を設ける方向で検討したいと思います。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

それぞれの内容に答弁ありがとうございました。開館まで１年あります。かみーる以上に市

民の方から愛される新図書館にしていただくようお願いします。ありがとうございました。

次に、多言語音声翻訳アプリの活用について、消防長にお聞きします。

多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」について質問させていただきます。

近年５年ぐらいの南国市の救急搬送された外国籍の方の人数をお聞きします。

○議長（岩松永治） 消防長。

○消防長（小松和英） 救急搬送されました外国籍の方の人数につきましては、令和２年が１

人、３年が７人、４年が８人、５年が15人、そして令和６年が13人、５年間で合計44名となっ

ております。以上です。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

増える傾向が分かります。

それでは、救急隊員の方が現場に行かれて、傷病者の方が日本語が十分達者でなく、御本人
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と救急隊員の意思疎通が取れなく、搬送に時間を要してしまった具体的な例をお答えください。

○議長（岩松永治） 消防長。

○消防長（小松和英） 心肺停止や意識障害の方を除くと、翻訳アプリを使用するときに、そ

の方の母語が何語か分からずに時間を要したという事例があったように聞いております。以上

です。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

件数は少ないですが、事例はあったということですね。

本市でも既に導入されている多言語音声翻訳アプリの一つで、救急言語に特化した救急ボイ

ストラがあります。救急現場特有の会話内容を外国人の方に短時間で伝える機能、運用などが

可能で、救急現場で救急隊員が外国人傷病者に対して円滑なコミュニケーションを図ることが

できます。救急ボイストラアプリの活用は頻繁にないとは察しますが、しかし救急現場では迅

速な対応が求められます。日頃からのアプリ活用のトレーニングが大切です。救急現場の訓練

の中にアプリ活用のメニューは入っていますか。

○議長（岩松永治） 消防長。

○消防長（小松和英） 毎朝勤務交代時に救急車内の資機材の点検と併せましてタブレット端

末の動作確認時に翻訳アプリの確認も行っております。以上です。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

より一層のスキルアップを求めたいと思います。よろしくお願いします。

次に、インクルーシブ遊具と健康遊具の公園への設置について、都市整備課長にお聞きしま

す。

昨年５月の新聞に載っていました高知市中心部の高知城近くにある藤並公園がこのほどリニ

ューアル整備され、障害の有無に関係なく誰もが遊べるインクルーシブ遊具が新設された。同

公園は高知城の堀の一部を埋立てて、1962年に開設されたが、施設の老朽化が進んでいたため、

景観などにも配慮した中心市街地の貴重なオープンスペースとして再整備された。新たに設置

されたインクルーシブ遊具は、座ったり寝転んだり楽な姿勢で遊べる皿型ブランコと、車椅子

からでも体を移しやすいように設計された滑り台の２種類と載っていました。

本市のインクルーシブ遊具や健康遊具の設置状況をお答えください。

○議長（岩松永治） 都市整備課長。
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○都市整備課長（篠原正一） 本市におきましては、インクルーシブ遊具の設置実績はござい

ません。また、健康遊具につきましては、緑ケ丘地区の錦城公園に３基、十市地区の十市水分

物流公園に６基、そして長岡地区の東崎健康公園に７基と合わせて16基を設置しております。

以上でございます。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

インクルーシブ遊具とは、全てを包み込み、迎え入れるという考え方を導入し、障害の有無

や年齢に関係なく、互いの違いを認識しながら、ハンディキャップのある子供とない子供が一

緒に楽しく遊び、誰もが利用できる遊具のことです。

お聞きします。

先ほどお答えいただいた遊具の設置時期についてお答えください。

○議長（岩松永治） 都市整備課長。

○都市整備課長（篠原正一） 各公園における健康遊具の設置時期につきましては、錦城公園

が平成３年に、十市水分物流公園が平成13年、そして東崎健康公園が平成19年となっておりま

す。以上です。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） ありがとうございます。

一番新しい東崎健康公園でも17年が経過しています。近年新しく設置はされていないという

ことが分かりました。

遊具そのものの進化も進んでいます。例えば、車椅子で上れるスロープ、視覚、聴覚、触覚

など、多感覚で楽しめるパネル遊具、大勢で一緒に滑ることが可能な幅の広い滑り台、随所に

手すりが設置され、ゆっくりしたペースで子供の介助がしやすい動線も確保されていたり、自

分に合った遊びを自分のペースで選ぶことができる遊具が多くなっています。

お聞きします。

本市南国市の公園の中には、遊具の老朽化に伴い、危険になった遊具が撤去されたままの状

態の公園があります。遊具は設置費用も必要となり、思ったより高額となります。

そこで、計画的にインクルーシブ遊具、健康遊具の設置を進めていただけませんでしょうか。

○議長（岩松永治） 都市整備課長。

○都市整備課長（篠原正一） 議員御指摘のとおり、遊具の設置には高額な費用がかかるため、

限られた予算の中で計画的に整備を進めることが重要と考えております。
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本市では、公園施設の老朽化対策や持続可能な維持管理を目的として、来年度より公園施設

長寿命化計画の策定に取り組むこととしており、その中で遊具の更新につきましても検討を行

う必要があると認識をしております。

インクルーシブ遊具や健康遊具につきましては、障害のある方や高齢者を含む多様な市民の

方々が安全、快適に公園を利用できる環境づくりの観点からも有意義であると考えております

ので、計画策定の過程におきまして、設置の可能性につきまして検討を進めてまいります。

また、地域住民の皆様の御意見も伺いながら優先順位を整理し、財政状況を踏まえつつ、効

果的かつ計画的な整備に努めてまいります。以上でございます。

○議長（岩松永治） 植田豊議員。

○１２番（植田 豊） 前向きな答弁ありがとうございます。

以前から言われてるように、南国市北部には公園自体がほとんどありません。小さい子供の

おられる家庭にとっては、安全に遊ばせる遊具があることによって、居心地のよい移住エリア、

住みよい南国市につながります。優先順位を考えていただいての設置をお願いします。

以上で私の本会議の質問を終わらせていただきます。それぞれに丁寧な御答弁ありがとうご

ざいました。

○議長（岩松永治） 20番福田佐和子議員。

〔20番 福田佐和子議員発言席〕

○２０番（福田佐和子） 通告をしてあります項目について、お尋ねをいたします。

その前に、議長のお許しをいただきまして、一言おわびを申し上げたいと思います。

12月議会では、市民からお預かりした要望を質問する準備をしておりましたけれども、当日

の朝、熱が出て議会を欠席をし、質問をすることができませんでした。資料を早くから準備を

していただいた市長をはじめ執行部の皆さん、本当に申し訳ありませんでした。

また、私が欠席をすることで、後の質問される議員の皆さんには大変迷惑をおかけをいたし

ました。本当に申し訳ありませんでした。お許しいただきたいと思います。ありがとうござい

ます。

今議会に通告をしてあります項目について、お尋ねをいたします。

既に答弁がありましたことも含まれるかもしれませんが、改めてお聞きをしますので、よろ

しくお願いをいたします。

まず１点目は、日常的な平和教育をと通告をしましたが、妙に分かりにくいことだったとは

思いますけれども、子供にも、そして高齢者にも、そして戦争を全く知らない若い世代にも通
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じるような、二度と戦争をしてはいけない、そうしたことを南国市として発信をしていただく、

そのことをずっと今までも言ってきたところです。南国市は、本当に掩体壕をはじめ、大切に

されてこられた経過があります。これからも二度と戦争をしない、平和の大切さを、そして命

を大切にする、そうした市政になることを願って今回の質問をさせていただきたいと思います。

１つ目は、常に目に見える形で戦争を思い出し、あるいはまた語り、そして聞く場が必要だ

と思います。目に見える反戦の取組を南国市としてぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、

まずその点についてのみお聞きをいたします。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 平和を維持するための戦争の過去の経験を未来につないでいくという取

組は重要な取組であると思いますので、そういった取組は引き続き推進してまいります。以上

です。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） ぜひこれまでと同じように、そしてさらにいろいろ資料も増えてい

るようなので、そうしたことも含めて発信をしていただきたいと思います。市長には突然の質

問で申し訳ありません。

２つ目は、子供の施策についてお聞きをいたします。

公立保育所の改築についてお聞きをいたします。

その見通しを各園に基づいてお返事をいただきたいと思います。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

○子育て支援課長（長野洋高） 保育所の改築等の予定についてということでございますが、

事前に福田議員のほうからお話を聞いておる中で、特に国府保育所、明見保育所の話をいただ

いてたかと思います。

国府保育所につきましては、現在大規模な増築、改築等の予定はございません。福田議員が

言われたように、施設自体が古くなってきておるというような状況もございますので、安全の

確保のために必要な箇所については補修等を行いながら、現在保育を行っているという状況で

ございます。

明見保育所につきましては、以前から駐車場の確保対策、また園舎が手狭であることが課題

として挙げられています。まず、安全な登園のために保護者から要望が上がってきてます駐車

場整備について、本年度用地を取得し、令和７年度から本格的に工事に入る予定をしています。

これについては、周辺の農作業の状況を見ながらの工事となるため、令和８年度中の完成を目
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指して整備を進めております。

また、園舎等につきましては、必要に応じて補修等を行いながら安全対策を行っている状況

でございます。

他の保育施設につきましても、老朽化が進んでいる施設、また災害対応のために施設をどう

するか考えなければならない施設もあります。これらの施設の整備等をどのように進めていく

か、財源の確保も含めて継続的に考えなければならない課題であると考えております。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） 子供たちがそこで過ごす時間というのは、人生のうちで本当に一瞬

という気がします。木造というのは、私も木造のほうがいいかなと温かみがあると思っており

ましたけれども、なかなかそうはいきませんで、前にも明見保育所の実情はお話をいたしまし

た。ぜひとも子供たちが快適に成長できる場所として、先ほど課長が言われたような方向で、

全園を見渡し、一人一人の子供が大切にされる、そして安心して預けることができる保育園に

していただきたいと、このことはお願いをして終わりたいと思います。

子供は日に日に成長をします。本当に乳児だったお子さんが走り回り、お兄ちゃん、お姉ち

ゃんになるわけですけれども、そうしたことも見据えた上で、幼稚園といいますか、保育園の

改修はしていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。

次に、全く飛びまして高齢者施策について伺います。

補聴器購入助成は、その後どのように進んでいるのか、お聞きします。

○議長（岩松永治） 長寿支援課長。

○長寿支援課長（中村俊一） 補聴器購入への助成ということですが、これまでにも申し上げ

てまいりましたように、聴覚機能がコミュニケーションにおいて重要な機能であると認識はし

ております。ただ、既存事業でございます通院支援事業、これは単独事業でやっておるもので

すが、こちらの実績も伸びておる。また、介護用品支給事業につきましては、令和５年度実績

を上限とするということで、それを上回る額は単独で賄っておるということでございまして、

国の助成がない現状におきまして、市で単独で助成事業を行うことは困難でございます。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） 実際、私が後期高齢者になって耳が聞こえにくくなったときに、周

りの人との付き合い方、例えば、私がほかから話しかけられても聞こえていなかった、そして

私が訴えたつもりやけれども、私の言い方が悪くて伝わらなかった、こうしたことがもうたく

さんありました。今補聴器つけていますが、一回なくしてしまいましたけれども、なかなかテ
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レビで言っているような簡単なものでは、よく聞こえるということにはならないのかなという

ふうには思います。

少ない年金で暮らしておられる皆様には、なかなか手に入れにくいものなんですが、一日一

日大事に生きていくには、やっぱりしゃべれて、歩けて、耳も聞こえてっていうのが大事だと、

私は自分が後期高齢者になって本当に実感をいたしました。昔はできるのが当たり前、聞こえ

るのが当たり前という状況におりましたけれども、そうでは決してはない。だから、人間関係

もおかしくなりますし、ぜひ南国市は独自にやったというのが市民にとっては物すごい心強い

支援だと思いますので、これは予算が絡みます。簡単に担当課が明日からやりますということ

にはならないと思いますけれども、市長は様々な方のお話を聞かれて、いろんなことも実感を

されておると思いますので、今後の南国市の高齢者施策として補聴器購入助成、どんなふうに

考えておられるのか、お聞きをいたします。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 補聴器購入補助につきまして、今までも度々御質問もいただいたところ

でございまして、市長会の要望等も行ってきたところでもございます。そういった必要性って

いうのは十分認識もしておるところでございますが、やはり一般財源の中で考えていかざるを

得ない、また継続的に毎年考えていかねばならないような予算措置になっていくわけでござい

まして、やはり始めるに当たっては財源っていうところを非常に慎重に考えざるを得ないとい

う状況でございます。

今議会でも度々申し上げておるところでございますが、世の中の状況で一般財源というのが

かなり厳しくなっておるところでございまして、そこのあたりの財源確保というとこを踏まえ

て、今後も検討していかねばならないというように思っております。以上です。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） 財政の厳しいというのはよく分かります。だからこそ国に対して、

あるいは県に対して声をぜひ上げていただきたいと思います。とても単独ではできない事業だ

と思いますので、ぜひそのあたりは市民の皆さんがお一人お一人が御苦労されることのないよ

うに、補聴器購入助成はぜひ実現をしていただきたいと思います。

私はこうして言うことができますが、聞こえていない市民の方は言いたいことも言えずに生

活をしておられるのが実情です。いろいろお聞きをしますと、つらい思いをしながら、でもそ

れをお願いに行くのはつらい、それは高齢者の方が持っているプライドだと思います。子供た

ちのために施策があるように、高齢者のためにも施策が必要だと私は思います。ぜひこれまで
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の市長の努力も分かっているつもりですが、市長会を通じて国に対してしっかりとそのあたり

は保証する、このことをしなければ、大きな負担だけを強いられる、それでは国民の皆さん、

市民の皆さんは納得できないと思いますので、市長にはもう一度、申し訳ありませんが、今後

の取組についてお聞きしたいと思います。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 先ほども申しましたが、継続的にその課題につきましては念頭に置いて

考えていくということでございます。もう全国市長会のほうには、今までも他市も要望も出し

ましたし、南国市としましても要望も出させていただいたところでございまして、なお、今後

につきましても機会がありましたら、そういったところで意見、今後そういった支援につきま

しての要望というものも継続的にさせていただきたいと思います。以上です。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） 簡単にいかないのは承知をしております。子供の医療費も何十年も

無料になるまでかかりました。ただ、高齢者の場合は何十年も先のことを待つわけにはいきま

せんので、できれば一日も早く市長会を通じて国にしっかりと、負担を強いるなら高齢者の皆

さんの御苦労された、私は苦労した段階ではありませんが、私より年上の皆さんは大変な御苦

労をされて、この日本を築いてこられています。その皆さんに応えるためにも、一日も早く実

現をしていただきたいと思います。そのことは強くお願いをしておきたいと思います。よろし

くお願いをいたします。

次に、災害対策審議会への女性委員の登用はその後どのようになっているのか、お聞きをい

たします。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 現在、南国市防災会議委員として31名を委嘱または任命してお

りますが、そのうち４名が女性委員であります。発災時の対応や、そのための事前の防災対策

を進めるに当たっては、様々な立場の方の御意見をお伺いし、尊重する必要があると考えてお

ります。

防災会議委員につきましては、令和７年から２か年の任期で改めて委嘱または任命を行うこ

ととなっております。この機会に南国市防災会議が今まで以上に女性も含めて高齢者や障害者、

若い世代、子供など、様々な立場の意見をお聞きし、本市の防災施策へ反映できる場となるよ

う、委員の選定を進めてまいります。以上です。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。
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○２０番（福田佐和子） それぞれ取り組んでいただいていることがよく分かりました。

ただ、災害はいつ起きるか分かりません。今年も新年早々大変心配をされたこともありまし

た。これまでいろんなところでお話を聞く中でも、やっぱり避難所でつらい思いをしたくない

という方がおいでになりました。何としても家で、何とか屋根があればそこにおりたい、そう

した方もおいでになりましたが、何とかそういう方も危険な場所から離れて安全な場所に来て

いただくためには、何としてもその人たちの気持ちも分かり、何を必要としているかというの

も分かる皆さんが必要ではないかと思います。ぜひもっと幅広く声かけをしていただいて、私

は入っていただける人がいると思います。いざというときに子供を守りたい、いざというとき

に入所しているお年寄りを守りたい、そうした方はたくさんおいでになります。

それは、こちらの働きかけ一つで何とかなる問題ではないかとも思います。ぜひいつも言わ

れるのが弱者の立場でってよく言われますが、その弱者の立場でと言われている人に弱者の立

場が分からなければ計画も立てることができないのではないかと思います。ぜひ担当課は本当

に休まる間のない大変な部署だと思いますけれども、市民の皆さんの中にはたくさん協力して

くださる方がおいでになります。ぜひそうした方の力も借りながら、南国市だけが独自で担う

のではなく、子供から高齢者まで安心していざというときにはこうすることができる、ここへ

逃げたらいい、こうすれば楽になる、そうしたことをぜひ皆さんと一緒に考え出していただき

たいと思います。

そのためにも、南国市が市民の皆さんにお願いをしていく、そうしたことも必要だと思いま

すが、課長はどのようにお考えになられますでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 先ほど答弁いたしましたとおり、災害対策には様々な立場の方

の意見、それからそういったものが、特に避難所などの施策に反映されていく必要があると考

えております。

先ほど申しましたけれども、防災会議につきましては、また次年度から新たな委員の選定と

いうことが始まりますので、障害者、それから女性の方、それから子育て世代、南国市の場合

中学生の防災士の養成もしておりますので、そういった方の意見が反映できるように、委員の

選定も含めて検討してまいりたいと思います。以上です。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） 課長はずっと危機管理課で御苦労されておりますので、ぜひ今の思

いを実際に動かせるように、皆さんと一緒に頑張っていただきたいと思います。
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安心が一番だと思いますので、いろいろ私が言ったら迷惑をかけるんじゃないかというふう

に遠慮されている方もおいでになりますので、そうしたことも含めて理解をしていただく、そ

うしたことも大事だと思いますので、よろしくお願いをいたします。

防災対策はそれで置きます。ぜひ女性委員を早急に実現をしていただきたい、このことを要

望しておきたいと思います。

次に、明かりについてお聞きをします。

スポーツセンターとＭＩＡＲＥ！の入り口の暗さの解消ですが、スポーツセンターについて

は私がお願いに行ったときは田んぼの稲に影響するということでしたけれども、今は少し明る

くなっています。本当は明るいわけではないよと利用者の方が言われてましたが、スポーツセ

ンターへの明かり、そしてＭＩＡＲＥ！の入り口、ドア付近は明るいんですが、駐車場へ出る

と暗いですね。私もＭＩＡＲＥ！の明かりは、御近所にお家もありますし、なかなか難しいな

と思っていたんですが、北側は学校で夜は誰もいませんので、北側について、北側へ向けての

明かりは可能ではないかというふうに思うのですが、それは無理なのでしょうか、お聞きをい

たします。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） 敷地内には照明が整備されており、夜間でも不都合なく利用で

きるような設計となっております。また、周辺には民家がある関係であまり明るくなり過ぎな

いようになっているのも事実でございます。御指摘の点につきましては調査を行い、何か改善

ができないか検討してまいりたいと考えております。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） ぜひ現地を見ていただいて、夜見ていただいたらよく分かるんです

が、確認をして改善できるところがあれば改善をしていただきたいと思います。

スポーツセンターにつきましては、今のちょっと暗い感じの明かりでということなのでしょ

うか。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） スポーツセンターにつきましては、既に照明を設置し、対策は

取っております。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） その対策を取ったという明かりが暗い。とてもあそこは避難場所に

指定をされておりますので、スポーツセンターのほうですよ。子供さんから高齢者の方まで利
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用をされる、もしかのときには利用されることになりますが、ちょっと暗いというふうに思わ

れる人がいるというのは、ちょっとどうかなというふうに思いました。そのあたりは改善方法

があるのか、先ほど私が言ったように、稲に関係をして、その今の明かり、今の暗さになって

いるのか、お聞きをします。改善できるものなら、していただきたいと思います。

○議長（岩松永治） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（前田康喜） スポーツセンターにつきましても調査を行い、何か改善ができ

ないか、検討したいと思います。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） ぜひよろしくお願いをいたします。

最後に、水の問題を取り上げようと思いましたけれども、これはここで発言をすると市民の

皆さんに余計な御心配をかけるかもしれませんので、執行部には御相談をしておりませんけれ

ども、１つだけ要請をして終わりたいと思います。

それは、今問題になっている水の心配、これを南国市は独自に調査もしていると思いますが、

どのように今後取り組んでいかれるのか、検査も含め改善をされるのか、聞いておきたいと思

います。

○議長（岩松永治） 上下水道局長。

○上下水道局長（濵田秀志） 12月に中環審水道小委員会にて改正方針案が了承され、これに

より令和８年度４月より検査回数は３か月に１回、年４回が基本となって、より頻繁に監視す

ることになりますが、南国市としましては来年度、この４月から年４回の検査をするようにし

たいと考えております。以上です。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） 今各地でいろんなこの問題が持ち上がり、それぞれ対策を取ろうと

しています。取っているところもあります。ぜひ南国市も市民の皆さんの不安にまずは答える

こと、そしてその対応をどうするのか、きちんと御説明をする、このことをぜひともやってい

ただきたいと思いますが、そのことについてできるのかどうか、お聞きをいたします。

○議長（岩松永治） 上下水道局長。

○上下水道局長（濵田秀志） 発がん性が危惧されているＰＦＡＳのことだと思われますが、

この有機フッ素化合物につきましては、令和６年６月でテレビ放送、ＮＨＫクローズアップ現

代により、令和３年当時の水質結果でしたが、南国市で10ナノグラム・パー・リットル検出と

放送された後、現在まで電話などにより13件の問合せがありましたが、国の目標値の５分の１
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以下であることや数値も減少している旨の説明により、一定の安心をしてもらっていると考え

ております。また、今後の問合せにつきましても丁寧に説明してまいります。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） 日本の基準が外国に比べたらぐんと低いということも分かっていま

すので、市民の皆さんはなかなか心配が大きいわけです。実はうちの中にもその物質が入り込

んで、日々使っていた水ではないものからそれが入っていることが分かりました。いろんな意

味で私たちも勉強しながら、勉強しながらでは間に合わないのかもしれませんが、そうした対

策を取りながら、市民と市が協力をしながら安全な水を供給をしていく、このことを心から願

っております。お構いなければ、市長、一言そのあたりをよろしくお願いいたします。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 生活に不可欠な水の問題でございますので、安心して水を使っていただ

けるように今後も検査をしながら、安心感を持っていただける水の供給に努めてまいりたいと

思います。

○議長（岩松永治） 福田佐和子議員。

○２０番（福田佐和子） ありがとうございました。以上です。

○議長（岩松永治） ４番西内俊二議員。

〔４番 西内俊二議員発言席〕

○４番（西内俊二） 議席番号４番、みらいの会、西内俊二です。

通告しています質問事項に従って一問一答形式でさせていただきます。

１番、就学前の発達検査及び特別支援、２番、市営住宅の活用状況、３番、本市の産業振興、

特産品の支援、以上の３つです。よろしくお願いいたします。

今月は保育園、所、幼稚園の卒園式がありまして、来月の４月には小学校への入学式があり

ます。新１年生が大きなランドセルを背負って、どきどき緊張しながら校門をくぐる、ほほ笑

ましい姿が見られると思います。

文部科学省では、早期からの教育相談、支援の充実として、乳児期からの幼児期にかけて子

供が専門的な教育相談、支援が受けられる体制を医療・保健・福祉等の連携の下に早急に確立

することが必要であり、それにより高い教育効果が期待できるとあります。

本市における就学前の幼児に対する発達検査はどのような現状になっているか伺います。

○議長（岩松永治） こども家庭センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） こども家庭センターでは、
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４か月児、10か月児、１歳８か月児、３歳６か月児の乳幼児健康診査をそれぞれ週１回ずつ、

月４回実施しており、発達の気になるお子さんがいた場合には、年齢に応じて市が主催するの

びのびルーム、にこにこルームという心理師同伴の個別支援に配慮した育児支援に関する教室

へつないでおります。

にこにこルームでは、保護者からの要望があった場合のみ心理師による発達検査を実施して

おり、そのときの検査だけでは判定できない場合は、保健師や場合によっては心理師も同伴で

保育所（園）訪問をし、集団での様子を見たり、次回乳幼児健診で様子を見たりして、判定が

確定するまで経過観察をします。発達検査後、支援が必要であると判定が出た場合は、保健師

が情報提供書を作成して保護者にお渡しし、医療機関に提出するように説明します。保護者の

状態により医療機関に保健師が同伴する場合もありますし、医療機関が保育士や学校関係者に

同伴を求める場合もあります。必要に応じケース会等を開催し、関係機関で情報提供や情報共

有し、柔軟に支援が行き届くように努めています。以上です。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） きめ細やかな取組をありがとうございます。

では、検査を踏まえて、対象幼児に対しての支援の判定の時期をいつどのように決定してい

るか伺います。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 入学される児童に対しての検査につきまして

は、就学時の健康診断の時期に行っております。こちらのほうは、学校保健衛生法の施行令に

定めがございまして、学齢簿が作成されます10月１日以降から11月末までに行うこととされて

おります。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） 発達検査後にどのような流れで関係機関や小学校との情報共有を行って

いるか伺います。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 就学時健診で実施される発達検査の後、各小

学校より検査において標準より低い評価を受けた幼児や、検査や健康診断の際に情緒的な混乱

が認められるなど、何らかの支援が必要と判断された幼児について名簿を提出いただいており

ます。その後、提出された名簿に基づき、指導主事のほうが就学前教育施設などに直接赴き、

児童の観察及び保育士などからの聞き取りを実施いたしまして、支援が必要と思われる幼児に
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ついて就学指導を進めております。

就学指導の主な流れは、保護者、就学前教育施設の担当者との３者面談を実施し、幼児の実

態把握をした上で、より詳しい検査をしたほうがよいと思われる場合は検査をお勧めしており

ます。保護者の同意が得られた場合は、県の教育相談員派遣事業により特別支援学校への検査

依頼を行い、検査の所見書到着後、南国市障害者教育支援委員会から就学後の学習環境の設定

に関する助言をいただきまして、再度保護者と就学前教育施設の担当者との３者面談を実施し、

検査結果等について丁寧に説明するとともに、就学後の学びの場について保護者との合意形成

を図っております。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） では、情報共有後の小学校側の支援体制はどのようになっているでしょ

うか伺います。

また、先ほどお答えいただいた学齢簿が作成された10月１日から11月末までに発達検査を行

うということですが、検査してから入学までの期間での支援体制の準備は十分に取れているか

伺います。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 現状、各小学校では就学予定の幼児が在籍す

る就学前教育施設を訪問し、幼児の様子を観察するとともに、保育士などとの情報共有を密に

行っております。また、就学時健診の際にも、検査を受診している幼児の状態を継続的に観察

し、支援が必要と思われる幼児の見取りを実施し、必要な支援体制の準備に努めております。

支援体制の準備期間でございますが、就園し特別な支援を受けている幼児や、早い時期に保

護者から相談があった幼児については余裕を持って就学指導をすることができますが、就学時

健診での様子や発達検査結果をきっかけに保護者との面談を実施して就学指導を進めるケース

では、保護者への説明、支援学級の環境整備などに充てる準備期間が十分に取れない場合もご

ざいます。このため親育ち・特別支援保育コーディネーターとスクールソーシャルワーカーが

就学前教育施設を訪問し、子供の実態把握に努め、就学先の小学校や教育委員会事務局の特別

支援担当者と情報共有を行い、就学時健診に臨むようにしております。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

保護者への啓発や情報提供はどのようになっているでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。
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○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 就学前教育施設には、気になる幼児の保護者

へ幼児期からの早期支援の重要性を伝えていただくことにより啓発をお願いしております。こ

れらによりまして、保護者に幼児の発達や支援の必要性を理解していただき、御相談いただけ

ましたら小学校での支援の内容をお伝えし、早い段階で適切な支援につなげることができるよ

うに努めております。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） 早い段階からの教育相談には、子供の特性や障害に対しての受入れに関

わる保護者への支援、保護者が良好な親子関係をつくっていくために特性や障害のある子供と

の関わり方を学ぶことへの支援、乳幼児の発達を促すような関わり方についての支援、障害に

よる困難の改善に関する保護者の理解への支援、これらの支援には特別支援教育に関する情報

提供が大変重要であり、教育委員会においても障害のある子供を育てている保護者に対しての

支援に積極的に取り組む必要があると考えます。

また、早い時期からの教育相談を行うことについて、多くの保護者は我が子の特性や障害に

戸惑いを感じています。就学先の決定に対しても不安を抱いている時期があることから、その

ような保護者の気持ちを十分に酌み取っていただき、保護者にとって身近な利用しやすい場所

で安心して相談を受けられるよう工夫するなど、保護者の気持ちを大切にした教育相談を行っ

ていただきたいです。

次に、発達支援が必要な幼児も年々増えてきていると聞いています。今後、保育園、所にお

ける対象幼児への支援には、特別支援に対する専門性を持った保育士の配置や特別支援に当た

る保育士のスキルアップが必要であると考えますが、これらについて現在どのような取組を行

っているか、答弁を求めます。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

○子育て支援課長（長野洋高） 本市では、保育施設において特別な支援が必要であると判断

された園児については加配保育士の配置を行っております。加配担当保育士を中心にして特別

支援部会を組織し、年３回から４回、研修を実施、特別な支援を要する子供の理解や支援方法

の学習等を行っています。

また、保育職員全体研修において、支援を要する子供への対応についての講演を行うなどの

取組を行っています。

ほかにも県教育センターが実施する特別支援に関する研修を活用するなど、職員の専門的知

識の習得を図っています。令和４年度からは、特別な支援を必要とする子供や厳しい環境にあ
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る子供への保育の質の向上、家庭支援の取組を行うことを目的に子育て支援課に親育ち・特別

支援保育コーディネーターを配置し、保育士のスキルアップ、保、幼、小の連携に向けた取組

を継続的に行っております。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

専門性を持った保育士の活用や特別支援に当たる保育士のスキルアップについて、今後の取

組方はどのように考えているか伺います。

○議長（岩松永治） 子育て支援課長。

○子育て支援課長（長野洋高） 先ほど答弁させていただきました取組を継続的に実施し、職

員の特別支援に関する保育の習熟に向けての取組を行っているところです。今後も特別支援に

関する研修の実施、活用、親育ち・特別支援保育コーディネーターの活動等を通して、職員の

習熟度の向上に努めます。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

現在、小学校に入学して、学年を上がるごとに支援が必要な児童が増えている状況です。本

市としても特別支援に対する専門性を持った保育士がこれからさらに必要とされると考えます

ので、今後の育成に注力していただきたいです。そして、そのスキルをほかの保育士と共有し

て、保育士全体のレベルアップにつなげてほしいと思います。そのことが子供たちの生きてい

く力を育てることや、個性を輝かせることになると考えます。

また、保護者においても様々な不安や悩みを持たれています。子供一人一人の発達障害や困

難なところだけに焦点を当てるのではなく、子供の個性やできること、発達が進んでいること

に注視し、今後の目標や将来への展望などについても保護者と共有していくとともに、子供の

確かな成長を確かめ合い、ともに喜べるような関わりを工夫し、継続した保、幼、小の取組が

進められることを切に願っております。どうぞよろしくお願いいたします。

続きましての質問で、市営住宅の活用状況に移ります。

本市としての改良住宅、公営住宅合わせた市営住宅を市民に提供していますが、市営住宅の

入居の条件はどのようになっているでしょうか、答弁を求めます。

○議長（岩松永治） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 市営住宅の入居の条件ということですけれども、まず現に同居し、

または同居しようとする親族があるといった同居要件を満たした上で、世帯収入が一定額以下
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であり、現に住宅に困窮していることが明らかであるとともに、市税等公租公課に滞納がなく、

世帯員の全てが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない場

合に入居資格を認めています。

同居要件につきましては、60歳以上の者、一定の等級以上の障害がある者で在宅生活が可能

な者、一定の程度以上の戦傷病者、厚生労働大臣の認定を受けた原爆被爆者、生活保護を受け

ている者、引揚げ者で本邦への引揚げ日から５年を経過していない者、ハンセン病療養所入所

者等、ＤＶ被害防止法の第５条または第10条第１項の適用を受け５年を経過していない者、そ

れらのものについては緩和しており、単身でも入居することができるようになっております。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） では、住宅家賃のほうはどのように算定されているでしょうか伺います。

○議長（岩松永治） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） まず、公営住宅入居者は、本来入居者、収入超過者、高額所得者に

分かれます。本来入居者は、公営住宅制度の施策対象層にある者のことをいいまして、公営住

宅法に定める低額所得者であって、先ほどの答弁にいたしました世帯収入が一定額以下の方に

なります。収入超過者は、入居時には要件を満たしていたものの、その後の世帯収入の増加に

より基準収入を上回ることになった者であって、本来入居者の家賃から近傍同種家賃にまで段

階的に引き上げられることになります。高額所得者は、入居時には要件を満たしていたものの、

その後の世帯収入の増加により一定収入以上、ある程度の収入基準を超えることとなった者で

あり、この世帯の家賃は近傍同種家賃となります。

家賃については、平成８年の公営住宅法改正により法定限度額方式から応能応益方式に改正

されました。それによって本来入居者の家賃については、家賃算定基礎額に市町村立地係数や

規模係数、経過年数係数、利便性係数を掛け合わせて算出します。この家賃算定基礎額は世帯

収入によって定められており、収入が増えれば家賃も増えることになります。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

住宅家賃の算定根拠が分かりました。少ない年金生活の中での住宅家賃が、しんどい生活に

も影響している現状があるということも認識しておいてほしいと思います。

では、本市の現在、市営住宅の戸数及び利用戸数はどのようになっているでしょうか伺いま

す。

○議長（岩松永治） 住宅課長。
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○住宅課長（松岡千左） 現在の市営住宅の管理戸数は790戸、本年１月16日時点の入居戸数

は621戸となっております。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） 入居率が約８割になってますね。利用されている住民の年代別、また収

入所得等はどのようになっているでしょうか、また高齢世帯の割合はどのような状況でしょう

か伺います。

○議長（岩松永治） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 入居世帯全体ということで、世代特性、収入状況の特性を分析した

ものはございませんけれども、高齢者世帯に限って調べましたところ、高齢者単身世帯は

200戸、高齢者夫婦など高齢者のみの世帯が51戸となっております。高齢世帯の収入状況は、

年金収入が大きな割合を占めております。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） 入居戸数621戸のうち、251戸は高齢者が住まわれているということです

が、入居の４割が高齢者という状況です。

先日、市営住宅に一人で住まわれている84歳の高齢者の方から御相談をいただきました。部

屋に設置している火災報知機の電池が切れ、ベルが鳴ったときに市役所に電話しても、電池を

自分で交換してくださいとの返事でした。部屋の高い位置にある火災報知機の電池をどうやっ

て交換していいのか分からない、また脚立にも恐くて上がれない、２階に部屋がありますけど、

２階にも上ることはできない生活状況だということをお聞きしました。このように市営住宅で

の住まれている方の生活実態と住宅環境とのずれがあります。

本市では、令和４年に第４次南国市総合計画後期基本計画を策定しています。その中で市営

住宅については、主要施策として市営住宅の長寿命化計画に基づき、効率的かつ計画的な長寿

命化改修を行っていくという点のみあります。先ほどの高齢者の生活状況を聞き、高齢世帯等

も増えてきた状態で、住生活基本法を踏まえ、高齢者や障害者にとって基本インフラとして住

みやすい市営住宅にするつもりはあるでしょうか。あるとしたら、どういう計画でやっていく

のか、市長として今後の市営住宅をどのようにしていきたいかを伺います。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） まず、南国市の市営住宅は築30年を超えておりまして、建築当時から市

民のニーズはもちろん、時代情勢の変化に合わせて住宅インフラがどのようにあるべきかの考

え方は変わってきておるところです。とはいえ、鉄筋コンクリート製の住宅の耐用年数は70年
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であるため、現状において住みやすいインフラにするような建て替えは公営住宅法に定める建

て替え事業とは認定されず、市単独の費用で実施することとなり、現実には難しいと考えてお

ります。そのため、今後30年余りは現状の施設を修繕、改修しながら使用していかざるを得な

い状況です。南国市公営住宅等長寿命化計画にて、計画的な修繕、改修を行いながら対応して

まいりたいと考えております。

高齢者や障害者にとって住みやすい改修につきましては、障害福祉制度や介護保険制度の中

で住宅改修が可能でありますので、模様替え申請をしていただいて、他法制度を利用するなど

といった個別の対応にならざるを得ない現状と考えます。しかしながら、住生活基本法に基づ

いて、国が令和３年３月に作成した住生活基本計画の内容を踏まえると、今後の高齢化社会に

向けて、全ての人が生活しやすい住宅インフラの整備は重要な課題と考えておりますので、長

期的な視点で考えてまいります。以上です。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

今後ますます高齢者の市営住宅の入居も増加されると予想されます。先ほどお伝えしました

ように、火災報知機の電池交換のことなど、市の職員が毎回行くのは現実的ではないと思いま

す。高齢者や独り住まいの方には、地域コミュニティー以外の見守りも必要と考えます。

平成29年に施行された改正住宅セーフティネット法も、今年の10月から改正され、住宅施策

と福祉施策が連携した地域の移住支援体制の強化が求められています。市としての見解を伺い

ます。

○議長（岩松永治） 住宅課長。

○住宅課長（松岡千左） 当面の対応としましては、改正住宅セーフティネット法が議員がお

っしゃられましたとおり、令和７年10月から施行されますので、住宅の供給というハード面と

居住者の生活を支援するソフト面を統合した対応が強化されておりますので、それに沿った対

応が必要ではないかと考えております。

居住者の生活の支援として、民間住宅においてＩＣＴを活用した定期的な見守りサービスを

提供するであるとか、居住支援法人等による見守りなどによって高齢者等の生活不安への対応

をする居住サポート住宅制度も改正法に盛り込まれております。

居住サポート住宅は、福祉事務所を設置する市町村が指定するものとなりますので、情勢に

よって変化する制度などを利用しながら、こういった制度を事業所等に周知をしながら、市民

の皆様の安心で安全な居住を支援してまいりたいと考えております。
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なお、今年になって南国市を活動拠点に含めた居住支援法人が県の指定を受け、４月から活

動を始める予定であることを聞いておりますので、今後は居住支援法人とも連携をしながら、

様々な支援に取り組んでまいりたいと考えております。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

様々な機関との連携をしっかり進めていってほしいと思います。

本市としての今後の住宅施策と併せて福祉施策も、地域や入居者の実態に応じた支援体制の

構築をお願いするとともに、何より高齢者の方々が安心・安全に住居できる住宅環境の充実を

目指して、より一層の改善をお願いいたします。

３つ目の質問に移りたいと思います。

本市の産業振興、特産品への支援としまして、特産品をふるさと納税の返礼品として登録さ

れています。ふるさと納税については、１日目に山本議員、２日目に斉藤議員も質問されてい

ましたので、重複する部分は割愛させていただきます。

昨年９月に、南国市商工会で須崎市のしんじょう君の生みの親であり、株式会社パンクチュ

アル代表の守時社長の講演を聞きました。その中でふるさと納税事業を全国の自治体で行い、

次々に売上げを上げ、大変成果を出していることや、南国市のポテンシャルの高さやシャモ番

長についても好評の御意見をいただきました。

令和７年度のふるさと納税の取組について提言をしようと考えていましたけど、12月議会後

に株式会社パンクチュアルさんと契約され、業務委託するという本市の積極的な姿勢が見られ

て、大変うれしく期待しています。

本市の今年度までのふるさと納税の登録者数と登録品数を伺います。

○議長（岩松永治） 財政課長。

○参事兼財政課長（渡部 靖） 西内議員に御紹介いただきましたように、パンクチュアル様

とは12月議会でプロポーザル結果について報告させていただき、その後、１月に契約のほうを

結ばさせていただいております。既に２月、斉藤議員、山本議員の質問の際にもお答えしまし

たように、説明会等も進めておりますので、４月から順次パンクチュアル様と一緒に進めてい

きたいというふうに考えております。

御質問のふるさと納税の登録者数と登録品数なんですが、本市のふるさと納税登録事業者及

び登録品数の近年の推移につきましては、令和４年度が55事業者、登録品数403件、令和５年

度が61事業者、574件、令和６年度が３月３日時点にはなりますけれども、57事業者、608件と
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なっております。ただし、製造出荷時期等の影響によりまして、年中この全ての全商品が取り

扱われてはいないということになりますので、御承知おきしてお願いしたいと思います。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

登録者数、登録品目ですけど、増えたり減ったりしていると思いますが、今後に期待したい

と思います。

ふるさと納税の返礼品として、本市の特産品が登録されていると思いますけど、本市として

特産品へのどのような支援を行っているか伺います。

○議長（岩松永治） 商工観光課長。

○商工観光課長（山﨑伸二） 特産品への支援につきましては、南国市内の中小企業者等が行

う南国市の地域資源を活用して、特産品や観光資源の開発を行う事業及び開発した商品の販路

拡大に係る事業を対象にした南国市中小企業振興事業費補助金における地域特産品等開発事業

がございます。また、連続テレビ小説や「ごめん」をテーマとした観光客に対して、訴求力の

高いお土産品の開発を行う事業になるならば同補助金におけるお土産品開発事業もあるところ

でございます。

これらの補助事業は、商工観光課が申請窓口となっておりますので、活用を御検討されてい

る南国市内の中小企業者等の方におかれましては、補助内容や募集時期等についてお問合せや

御相談等をしていただけたらと思っております。以上でございます。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

課長がおっしゃられた補助事業にて、今回の連続テレビ小説「あんぱん」放映に伴う観光事

業に対してのお土産商品の新たな開発や、今までに商品化していたものをさらにバージョンア

ップすることも可能と思います。ぜひ地元の企業には活用してほしいと考えます。

本市の特産品として、またふるさと納税商品としても登録されている人気のスイーツやフル

ーツがありますが、その中でちょっとシャモ鍋に少しフォーカスを当てたいと思います。

今週の月曜日には、日本テレビのＺＩＰ！という全国放送の番組でもシャモ鍋が取り上げら

れていました。このシャモ鍋は、本市で活動する企業組合、ごめんシャモ研究会さんの商品で

す。

活動の経緯を少し御紹介したいと思います。

まず、2008年に南国市を元気にしたい、子供たちに誇れる町にしたいという思いで、市内の
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有志６名が集まり、活動をスタートしました。スタートして何年かは私もその活動に関わらせ

ていただきました。南国市の誇るべき歴史と全国トップレベルの日照時間で育った豊かな野菜

を組み合わせることによって、南国市の元気を創造していこうという意見が出ました。また、

坂本家先祖の墓がある南国市才谷地区では、以前から龍馬の命日にシャモ鍋を作り、供養して

きた歴史もありました。坂本龍馬の好物で、最後の晩に食べ損ねたシャモと南国市産の野菜の

シャモ鍋で南国市を元気にしようということで、2009年７月にごめんシャモ研究会が立ち上が

りました。

高知県では、昔から庭先で鶏を飼っている文化がありましたので、昔の土佐の風景を取り戻

そうと、まず南国市内の農家さんに協力してもらって、平飼いでシャモの飼育を始め、シャモ

の餌にも農家さんから出る野菜くずや飼料米などを配合し、農家の庭先から始まる生産の循環

システムを目指して生産を開始しました。地元で育てたシャモと地元で取れた野菜をふんだん

に使ったシャモ鍋は、いろんなイベントで高い評価をいただき、2010年１月には埼玉県和光市

で開かれました第６回彩の国全国鍋合戦で初出場、初優勝し、第６代目の鍋奉行に輝きました。

このことでシャモ鍋の名前は県内外に広く周知することができました。

また、現在本市内の飲食店15店舗の協力をいただき、シャモ鍋社中を結成し、南国市に来れ

ばシャモ鍋、シャモ料理が食べられるような事業展開を行ってきました。今ではひろめ市場に

軍鶏伝という直営店もあります。

現在は、飼育を農家さんからごめんシャモ研究会メンバー自身が飼育を行う直営体制に変え、

餌をやりながら捕獲まで行っているそうです。メンバー全員が個人の会社、企業を行いながら、

シャモの飼育から販売まで行っています。私が関わっていた活動スタートのときも、シャモが

寝ている時間、朝の早朝５時よりシャモを捕獲しに行くなど、生産、飼育活動は大変な苦労が

ありました。商品開発についても、「シャモスキやき」や高知農業高校生とも共に開発したシ

ャモ肉入りのコロッケ「軍鶏ッケ」などの商品開発も行っています。

また、市内の小学校でシャモ肉を使った給食を提供し、児童への出前授業を行ったりと、地

域や学校とつながり、社会貢献事業を行っています。昨年、大篠小学校の６年生が本市のＰＲ、

ＣＭ動画を作成するためにシャモ研究会さんに取材に行ったりと、子供たちにとっても南国市

の必要な地場産業、また地域団体という認識になっています。

南国市の特産品としてのシャモ鍋から派生した本市のマスコットキャラクターのシャモ番長

です。最近、どのイベントに行っても大人気のシャモ番長ですが、ごめんシャモ研究会さんが

なければこのキャラクターは生まれていないです。ごめんシャモ研究会さんからは、数少ない
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シャモの供給体制の強化に向けても取組をしていくと聞いております。今後のシャモの生産数

安定のための飼育や販売ＰＲについて、本市としてどのように考えているか伺います。

○議長（岩松永治） 農林水産課長。

○農林水産課長（川村佳史） 今年度、ごめんシャモ研究会が雇用した方を南国市が地域おこ

し協力隊に委嘱し、市とごめんシャモ研究会とで地域おこし協力隊としての活動に関する委託

契約を結ぶ企業委託型の地域おこし協力隊の制度を活用しまして、ごめんケンカシャモの販路

拡大や販売企画、シャモの飼育に関する課題解決などを図ることを目指しておりましたが、現

時点で雇用できておりません。

また、ごめんケンカシャモのブランド化の取組は高知県産業振興計画の地域アクションプラ

ンに位置づけられていることから、高知県畜産試験場などの有識者にシャモの飼育や経営改善

に関する助言をいただいております。引き続き飼育生産の拡大を図り、南国市の畜産業のさら

なる活性化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。以上です。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

では、市長のほうにもぜひ所見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 西内議員のおっしゃったとおり、ごめんシャモ研究会、このシャモ料理

がなければ、シャモ番長というキャラクターは生まれていなかったというように思います。ご

めんシャモ研究会の皆様の南国市を元気にしよう、地域をすばらしくしようという取組に対し

まして、先ほど西内議員からも御紹介いただいたところでございますが、本当に深く感謝する

とともに、心から敬意を表するものでございます。

南国市の特産品としまして、今後どのようにシャモをＰＲしていくかということにつきまし

ては、現在もシャモ番長、各イベントで活躍しておるところでございますが、そのシャモ番長

と併せて南国市産のシャモを、シャモ肉、シャモすき、シャモ鍋、そういったことを両方を兼

ね合わせてＰＲしていくっていうようなことも必要ではないかというように思います。

また、先ほど商工観光課長からお土産品の開発についての補助についてお答えしたところで

ございますが、新たなシャモやシャモ番長を使った商品開発というものを行い、発信していく

っていうことも効果があるのではないかと思います。

シャモ肉につきましては、現在南国市でのシャモの飼育数が特産品というには少し少ない状

況であるということを聞いております。そのシャモを飼育する農家を増やすとか、シャモ肉の



－258－

その供給網ということをもうちょっと充実させる必要があるということでもございます。

また、先ほど農林水産課長も申してましたとおり、マンパワー不足を補うための地域おこし

協力隊ということも継続して予算化もしておりますので、取り組んでいけたらというように思

っております。以上です。

○議長（岩松永治） 西内俊二議員。

○４番（西内俊二） ありがとうございます。

継続的な、また取組への支援をよろしくお願いいたします。

個人的にはシャモ番長を活用した南国市の新しいＰＲ戦略の策定や、シャモ番長に続く新キ

ャラクターの開発に関する検討も行っていただきたいと思います。連続テレビ小説「あんぱ

ん」をきっかけに本市に来られた観光客が、いい町だね、南国市に来てよかったね、また来た

いなと温かな気持ちになるようなお接待や観光事業にさらに拡充されることを願って、質問を

終わりたいと思います。ありがとうございました。

○議長（岩松永治） ７番斉藤喜美子議員。

〔７番 斉藤喜美子議員発言席〕

○７番（斉藤喜美子） ７番、なんこく市政会の斉藤喜美子です。

最終日で本当にお疲れのところでございます。最後から２人目、あと２人、皆さんよろしく

お願いいたします。

今議会におきまして、私のほうからの質問といたしましては、まずは教育の問題、農業の問

題、そして今大変問題となっております少子化のことに関して、一問一答で質問させていただ

きたいと思います。

通告に従って質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

まず、学校現場の今とお母さんを孤立させない取組ということで、先生の負担を軽減するた

めに、まずは今現在の学校教育現場について御質問させていただきます。

2024年12月、文部科学省は令和５年度の公立学校教職員の人事行政状況調査の結果を発表し

ました。この調査は、公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別

支援学校における教職員の人事行政の状況を調査したもので、それによりますと精神疾患で休

職する教員は令和５年度、7,119人と３年連続の増加となっており、学校現場での教員不足の

問題も取り沙汰される中、一保護者としても大変心配をしているところですが、南国市の小中

学校での休職者数の推移や、先生の配置で不安なところはないのでしょうか、お答えください。

○議長（岩松永治） 教育次長。
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○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 令和６年度南国市立小学校でも休職者はおり

ますが、教職員の休職者の推移につきましては、先ほど議員が御紹介いただきました公立学校

教職員の人事行政状況調査によりますと、高知県の教職員の病気休職者数は令和元年度の87人

から96人、このうち精神疾患者は令和元年度が48人、令和５年度は73人となっております。

また、教員の配置でございますけれども、年度途中などに産育休などを教職員が取得した場

合に代替講師の配置が遅れる場合がございました。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。

病気休職者数は５年間で９人増ということですが、精神疾患という理由での増加が48人から

73人と25人も増加しているので驚きました。やはりこういう数字を見ますと、先生も御苦労さ

れているのではないかと、ますます心配になるところはあります。

先日も、高知市の先生なんですけれども、小学校１年生の担任の若い先生とお話をしていた

ところ、なかなか仕事が終わらないので家に帰るのが毎日遅くなり、大変だということを話さ

れておりました。

今年１月14日の高知新聞の社説でも、教員志望者減、労働環境の改善を急げというタイトル

で、2023年に残業時間が月45時間を超えた教諭は小学校で２割、中学校では４割を超え、減少

傾向ではあるが長時間労働は常態化しているとありましたが、これにつきましては南国市の状

況はどのようなものでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 高知県教育委員会では、第３期教育大綱や第

４期教育振興計画において、学校におけるライフ・ワーク・バランスを確保した働き方改革を

推進しており、全ての教職員において時間外在校時間月40時間超えの月を年３か月以内に抑え

る、全ての教職員において時間外在校時間を月80時間以内に抑えることを指標として取組を進

めております。南国市では、45時間を超える対象者の割合は、小学校で全体の50.1％、中学校

で62.2％となっております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 小学校も中学校も月45時間超えが５割から６割台と、数字を伺う限り

はこれはなかなか改善に向かうにはかなり努力が必要なのではないかなと感じるところです。

といっても時間になったから、仕事が残っていても帰れというわけにはいかないのが現状かと

思います。



－260－

そこで、忙しい先生の業務の中でも、教員じゃなくてもできるような、例えばテストの丸つ

けや事務作業などを補助する教員業務支援員が配置されている学校もあると聞いております。

南国市における状況がどのようなものであるか、またその効果はどのようなものがあるのか、

教えてください。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 時間外在校時間の多い学校には、授業の準備

補助や事務作業の支援、教育活動や課外活動に係る補助、電話、来客対応等の業務を教員に代

わり実施する教員業務支援員を配置しております。

教員業務支援員配置校の教員を対象にしたアンケートでは、週当たりの子供に向かう時間が

増えたとの肯定的な意見が74.7％、多忙感の軽減につながっているという肯定的な意見が

90.7％となっており、多忙化の解消になっていると考えております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。

教師を仕事として選ばれた先生方は、皆さん子供と向き合いたいという思いでなられている

はずでして、やはり先生方とお話をしていると、その時間が書類の作成や事務作業に取られる

ことをストレスだと感じているようですし、頑張ってやられている先生ほどやはり心が折れる

原因になりかねません。そういう負担を教員業務支援員のサポートで軽減されているというこ

とをアンケート結果でも知り、大変心強く思います。

教員不足が叫ばれる中、今後ともできる限り配置を充足させていただき、とにかく人手が足

りず、そのせいで本来の先生の仕事ができない、それが精神疾患での休職や離職につながる原

因となっているのなら、その負担を今後も軽減してくださるようにお願いしたいです。

事務作業と同じく長時間労働になりがちな職務内容に保護者対応が取り上げられることがよ

くあります。公立学校共済組合が2016年から2022年に行った調査の分析結果では、ストレスに

なる要因としても保護者対応を上げる回答は増加傾向で、2022年度は12.4％であったそうで、

こちらも休職者の精神疾患などにも、もしかしてつながっているのではと懸念しております。

南国市ではどのような状況か、教えてください。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 南国市の公立小中学校に聞き取りを行いまし

たが、小学校では保護者対応が長時間労働につながっていると感じている学校が４校、保護者

対応はあるが長時間労働につながっていないとする学校が８校、それ以外の回答が１校といっ
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た結果となりました。中学校では、保護者対応が長時間労働につながっていると感じる学校が

１校、保護者対応はあるが長時間労働にはつながっていないとする学校が１校、それ以外の回

答が３校といった結果となりました。

しかしながら、複数の児童生徒が関係した場合や、なかなか理解が得られない場合など、解

決に時間が必要なケースもございますし、チームとして対応する事案の場合は複数の教員の時

間外在校時間が増える場合もございます。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 実際には学校ごとにいろいろ御家庭の状況も違うでしょうし、対応も

それほど難しくない地区もあれば、いろいろ問題を抱えているところもあるのではと感じます。

中には専門的な機関で対応しないと、ただ傾聴するだけや、学校や教育委員会だけでは解決し

にくい対応案件もあるのではないでしょうか。

奈良県天理市は、ほっとステーションという校長や園長経験のある退職者、心理士、顧問弁

護士がチームで取り組み、保護者対応をする専用窓口を学校外部につくっているそうです。南

国市だけでできなければ、香美、香南、南国と３市合同でもいいので、そういう取組ができな

いものでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 多くの学校からは、保護者対応はあるが長時

間労働にはつながっていないとの回答がありましたが、長期にわたる保護者対応となる事案も

複数ございまして、その多くを管理職が前面に立って対応し、それを市教育委員会事務局の指

導主事がバックアップするといった対応が多くなってきております。このため天理市のような

保護者対応の外部窓口の設置の必要性は感じておりまして、国の学校、保護者間等の問題解決

支援体制を構築するためのモデル事業がございますので、今後事業採択に向けて準備を進めて

いこうと考えております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） よろしくお願いします。

この保護者対応窓口をいち早く導入されました天理市の並河市長によりますと、これは単な

る苦情受付窓口ではない。最も重視しているのは保護者の不安であり、多くの保護者が子供に

対し、どうアプローチすればよいか分からず、不安になっているので、そのサポートをするた

めのものでもあるとのことです。ほっとステーションのような窓口をつくり、問題を抱えてい

る保護者を孤立させないことで、教師に負担をかけず保護者の不安を払拭し、子供たちの健や
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かな育成を学校と保護者と一緒に目指すことが、こどもまんなか政策の取組になるかと思いま

す。授業運営ができるようになれば、そのあたりをしっかりと考えて、ぜひ効果的に機能する

機関にしていただきたいです。

次に、不登校の状況はということでお伺いいたします。

ちょっと先日の松本議員と内容、質問がかなりかぶってしまうのですけれども、このまま質

問させていただきたく思います。

うちも６人子供たちがおりますけれども、下の２人、５人目と６人目が実はちょっと不登校

ぎみでして、５人目は中学校１年の５月から不登校になりまして、夏休み後に本人の希望でい

の町本川中学校のほうに山村留学をしたという経緯があります。６人目も地元の中学校に通っ

てはいますけれども、休んだり、お昼までの登校で帰ってくるということがほとんどという状

況で、周りのお父さんとお母さんとそういう話をよくするんですけれども、学校にうちも行け

てないよとか、兄弟の中でも下の子はあまり行けてなくて家にいたりしてるという話をよく耳

にすることがあります。

全国平均を下回っているものの、高知県の令和５年度の不登校の状態にある小中学生は合わ

せて1,600人余りということですが、南国市において最近の小中学校の不登校児童生徒の推移

や状況はどのようなものになっているでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 令和６年12月末時点となりますけれども、不

登校傾向の児童数は22人、生徒数は56人となっておりまして、前年度の同時点と比較いたしま

すと児童数、生徒数ともに10人減少しております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。何度もお答えいただいてすいません。

減少しているということですが、学校側の対応はどのようなものがあるか、教えてください。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 教室に入ることが難しい場合は、保健室はも

ちろんでございますけれども、別室での支援も行っております。

中学校においては、全ての学校に不登校支援員の配置、教室に入りづらい生徒の居場所とし

てサポートルームなどを設置し、そちらを活用することで登校、教室での授業につなげられる

よう、居場所づくりをしております。学校に来ることが難しい場合には、教育支援センターふ

れあいを居場所としているお子さんもいらっしゃいますし、お子様が学習に取り組める状態で
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したら、リモートでの授業も可能となっております。

また、就学前の対応としましては、スクールソーシャルワーカーが就学前教育施設を定期的

に訪問し、就学前の情報を小学校に具体的に伝えていただくといったこともしていただいてお

ります。そうすることで事前に学校も受入れ体制をつくり、就学後、保護者や児童が安心して

通うことができると考えております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） すごい本当に手厚くしていただけてると思います。

実際うちの子も中学校に行くときには、クラスではなく支援の教室のほうに登校させていた

だいていますし、休みたいというときには自宅でリモート授業も、それでも構いませんという

ことで、自宅のほうでも学習環境ができてます。そこは本当にデジタル化が進んでよかったな

って思うところです。先生方も大変サポート体制がよくできていて、勉強したくないわけでは

ないけれども、学校から遠のくことで環境が整わず、結果学力低下が大きい、ますます行きに

くくなるという状況にならなくて済んでいるという方も多いと思います。

学校の子供たちへの支援というのは大変手厚くなってきていると感じているところでござい

ますけれども、これもちょっと質問がかぶりますが、不登校児童生徒の家庭についてのサポー

トというのはあるんでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 不登校児童生徒の家庭へのサポートでござい

ますが、教育支援センターふれあいにはアウトリーチ型のスクールカウンセラー１名を配置し

ておりまして、令和５年度はお電話の相談が10件、来所での御相談が24件ございました。また、

全小中学校にスクールカウンセラーを配置、スクールソーシャルワーカーを各中学校ブロック

に配置することで、学校、保護者、児童生徒と関係機関との連携を図り、御家庭の支援につな

げております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 家庭のサポートも取り組んでいただけるということで心強いです。

私自身はまだ利用したことがないので、どのような感じなのか、またぜひ御相談させていた

だく機会があればとも思いますが、実際には自分から相談するとなると、どのような方が話を

してくれるのかと身構えてしまうかもしれません。不登校の子供を抱えた親は、どうしても自

分を責めてしまうことも多いので、気軽に話ができるかどうか、何か言われはしないかと気後

れしそうな気がしてしまいます。本格的に相談をする以前に、少し話をしてみたい、聞いてみ
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たい、もしくは聞いてもらいたいという、ここなら安心して話ができるというふうになるのに

は、やはりいろんな活動団体がありますので、そちらへもおつなぎできるようにしていただい

てはどうだろうかと思うところです。

以前もお話しした、はまゆう教育相談所や香南市のＨｅａｒｔ ｆｏｒ ｋｉｄｓさんなど、

県内には様々な保護者サポート団体もございます。はまゆう教育相談所では、不登校やひきこ

もりの勉強会、相談、お母さん方のネットワークでのサポートというのもありますし、Ｈｅａ

ｒｔ ｆｏｒ ｋｉｄｓさんは実際引きこもられたお子さんとの共同作業、生活もしていて、

全国から相談がきているそうです。こういう様々な活動団体への取次ぎに関しては、南国市は

どのように考えていらっしゃいますでしょうか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 不登校の児童生徒がいらっしゃる保護者から

の相談につきましては、学校に配置されているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーはもちろんですが、教育委員会事務局の指導主事も相談に応えております。また、南国

市以外の相談先としては、高知県が設置しております心の教育センターを御紹介しております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。

地方自治体といたしましては、独自の専門職サービスというのはなかなか提供するのは難し

いと思いますので、こういうような紹介をしていただくっていうことも必要だと思いますが、

今後は今までの限定的なサービスだけではなく、行政がプラットフォームになり、いろんな民

間団体への橋渡しも視野に入れていくべきかと思います。

欲しいサービスや情報は、人それぞれです。もちろん信頼の置ける活動をされている実績の

ある団体であることは基本ではありますが、そこにたどり着くことで救われる人もいると思い

ます。これで構わないだろうとの対応で網の目からこぼれ落ちる子供たちが増えないようにし

なくてはいけません。特に子供の問題はお母さんとの関係が大きいというものが多く、お母さ

んが救われることで解決できることも多いと実感しています。私も子育てをしている中で、多

くの保護者さんとのつながりや、少し先輩のお母さんの一言で随分と救われてきました。核家

族化が進んでいる現在、地域や社会でのつながりで子育てがしにくい分、お母さんが孤立しや

すくなってきておりますので、そこも注視していくべき課題と考えています。

○議長（岩松永治） 昼食のため休憩いたします。

再開は午後１時であります。
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午前11時53分 休憩

――――◇――――

午後１時 再開

○議長（岩松永治） 休憩前に引き続き会議を開きます。

引き続き一般質問を行います。７番斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 引き続きまして、２番目の質問に移らせていただきます。

持続可能な農業と中山間地域対策について質問いたします。

まず、地域計画座談会の状況と中山間の農地について質問いたします。

これまでの数年間、農業従事者の高齢化については度々質問もさせていただいて、これに関

しては加速がついているのではないかと感じるところで、現場の感覚ではあと５年、この状況

がもつかもたないかという悲観的な御意見も出てくるところでもあります。

そこで、今まで先祖代々大切に守られてきました農地の今後をどうするのかを考えるために

地域計画の座談会が行われているのですが、改めてその目的や趣旨を説明してください。

○議長（岩松永治） 農林水産課長。

○農林水産課長（川村佳史） 地域計画は、これまで守ってきた農地のうち、将来にわたって

守るべき農地を次の世代に引き継いでいくために、地域の代表者や農業の担い手及び農地の所

有者、そして将来の農業を担う者など、幅広い関係者で話し合い、地域の意向を取りまとめて

公表するものであります。

そのため、地域計画策定に向けた座談会は、各地区で課題あるいは強みなど、地域の特性に

合わせて農業の担い手などの関係者で課題の共有や解決に向けた意見交換、営農意向の確認な

どを行い、地域の現状や将来の見込みを踏まえて、地域の農地をどう利用していくかを話し合

う場となっております。以上でございます。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。当初地域計画で目標地図を作り、見える化し

た農地の10年後を考えるということでもありましたけれども、その10年後という数字自体が長

過ぎるので、話合いがしにくいということもあり、参加する方が少ないのではないかと心配し

ているところです。

農林水産省の地域農業を守ろうという告知資料では、協議の場は後継者や若者、配偶者など

も広く参加しましょうと書いてありますが、私が参加した南国市でも、中山間で農地が狭く効

率化できない上倉、瓶岩地区では、関係行政担当地区の農業委員会、農地を利用したいという
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一部企業以外はなかなか参加ということがありませんでした。南国市全体での開催状況、参加

者数、話合いの内容に関してはいかがでしょうか。

○議長（岩松永治） 農林水産課長。

○農林水産課長（川村佳史） 地域計画の策定に向けた座談会は、令和５年度と令和６年度に

市内13地区でそれぞれ２回ずつ開催し、延べ185人の地域の方々などのほか、高知県中央東農

業振興センターやＪＡ、高知県農業公社など、関係機関の皆様にも御参加いただいております。

令和５年度の座談会では、地域ごとに営農の現況を地図に落としたものを基に、農道や水路

など農業用施設の状況や後継者問題など、幾つかのテーマについて話合いを行っております。

また、令和６年度の座談会では、令和５年度の座談会の結果を踏まえて作成した地域計画の

案を確認していただき、担い手の現状や将来の意向などについて話し合い、将来の地域の農地

利用を地図に落とした、いわゆる目標地図について確認していただき、意見交換などを行って

おります。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 多くの参加者は、どちらかというと担い手のおいでる地域や圃場整備

を進めている平野部に集中しているのではないでしょうか。これから効率的に収益化を図るこ

とができる農地はともかく、中山間部は担い手もいないし、むしろ農地が山に戻っているとこ

ろも増えてきています。また、小さな農地を作られている兼業農家の方などは、御案内が行っ

ていないと聞きました。

今後地域ぐるみで話合いをするということであれば、広報の仕方などにも工夫をお願いした

いと思います。山の手入れをする人がいなくなれば、平野の農地にも影響が出るのではないか

と心配しております。中山間や里山から人がいなくなると、農地に被害を及ぼす動物たちが山

から下りてきて、平野の農作物にも被害を及ぼす可能性も出てきます。

そこで次に、今後中山間部の農地とその農地の担い手に関しては、南国市はどのように考え

ているかお尋ねします。条件が不利な中山間においては、新規の担い手はすぐには見つからな

いかもしれません。むしろセカンドライフを過ごしたいような、50歳代の方を誘致するのも手

段ではと思います。新規就農者に対する補助は49歳までしか出ませんが、今後50歳から上の方

にも同じような補助があれば、安心してセカンドライフを農業をしながら南国市で楽しんでも

らうということも一つの農地を有効活用してもらう手段と考えますが、いかがでしょうか。

現に県の窓口にはそのような御相談もあるようなのですが、中山間部の農地と、その農地の

担い手に関しては南国市はどのようにお考えなのか、お答えください。
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○議長（岩松永治） 農林水産課長。

○農林水産課長（川村佳史） 担い手不足の問題は全国的に大きな課題となっているところで

すが、斉藤議員御指摘のとおり、その中でも中山間地域においては人口減少と高齢化が急速に

進んでおり、また四方竹やゴーヤなど、中山間地域ならではの特産品も確かにありますが、農

業生産を行う上で立地的な条件や鳥獣被害など、平野部より不利な面が多々あり、より深刻な

状況にあると認識しております。

地域計画の座談会において、条件的に不利な地域ではありますが、その中でも優良農地を積

極的に活用し、また耕作条件を改善するなどで企業参入など、新たな担い手を呼び込むような

意見も出ております。引き続き従来から取り組んでおります中山間地域等直接支払交付金を活

用するなど、中山間地域の担い手確保、農業の継続に向けた支援を行ってまいります。

また、新規就農者に対する就農準備資金や経営開始資金などの補助は、国や県の事業を活用

しており、御指摘のとおり50歳以上の方は対象となっておりません。50歳以上の方を対象にと

の御質問ですが、市の単独事業による補助となりますので、財政的に当面現状のままでいきた

いと考えております。

50歳以上の方でも利用できる補助事業や有利な貸付けの制度もございますし、御相談があり

ましたら対応しておりますので、御理解をお願いいたします。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 体力のある企業参入なども、今後どういうような形か分かりませんけ

れども、ぜひ入ってきていただけたら、少しでも山の土地を有効活用してもらえるかなと思い

ます。

今までもいろいろやってきて、なかなか新規の若手就農者がどんどん増えるってことにはな

りませんでしたので、今後就農準備資金や経営開始資金の基準のハードルが下がれば、新しい

ターゲット層が増えてくるのではないかと思います。中山間地域直接支払交付金があろうと、

基本的に生活するための農業には不利な場所で、若い人が山を下り、残った住民の高齢化も進

んでいるため、どんどん山から人がいなくなり、鳥獣被害が増えて、またそれで農家は農業を

諦めるという、全国でも鳥獣被害が原因で中山間の町や村で農業を諦める農家の話というのも

話題になっております。

一時期は豚熱の流行でイノシシが高知全体でも減ってきていましたが、最近は中山間部でも

またイノシシが戻ってきたという話や、近頃は稲生でも被害が出ていると聞きます。座談会で

そういう意見は出てきたでしょうか。
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○議長（岩松永治） 農林水産課長。

○農林水産課長（川村佳史） 地域計画の上倉・瓶岩地区の座談会におきまして、鳥獣被害が

ひどく、作物が育てられないという意見が出ておりまして、上倉や白木谷などの中山間地域で

有害鳥獣として捕獲したイノシシは172頭と、南国市全体の約53％となっております。

また、稲生地区につきましては、座談会で特に話題とはなっておりませんでしたが、近年稲

生や十市など、南部地域での被害が増加傾向にありまして、稲生地区での捕獲数は26頭となっ

ております。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） やはり中山間のイノシシ被害が多いということです。

今は既に山から下りて農地の近くの隠れ場所で住む、アーバンイノシシも増えてきていて、

稲生のイノシシなども山の野生のイノシシではなく、既に農地の作物に餌づけをされている町

イノシシになっていると思われます。

平成10年前後の、これは鹿とイノシシの全国での捕獲数になるのですが、約20万頭、令和２

年には捕獲数135万頭と、24年で約6.5倍と捕獲数が増えておりますが、農作物被害量としては

平成11年、45万8,800トン、24年後、令和２年が45万9,300トンと捕獲数が増えても農被害とい

うのが減らないというデータがもう既に分かっており、これを理由に今後捕獲報奨金も減額さ

れてしまうのではないかというような心配もしています。

また、捕獲する猟師の高齢化もどんどん進んできておりますので、これからは生態学を基に

捕獲数を増やすというのではなく、以前御紹介しました島根県美郷町が取り組んでいる野生動

物行動学からイノシシ被害を食い止める方向性もあるかと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（岩松永治） 農林水産課長。

○農林水産課長（川村佳史） 令和６年の９月議会一般質問で斉藤議員から、野生動物行動学

の第一人者である麻布大学の江口教授の取組につきまして御紹介いただきましたが、その後

12月に開催されました南国市鳥獣被害対策協議会の役員会におきまして、専門家をお招きして

の勉強会の開催について諮ったところ、前向きな御意見をいただきましたので、令和７年度中

の開催に向けて現在準備を進めているところでございます。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） それはよかったです。

江口先生に私もお話をお伺いに大学まで行かせていただきましたが、イノシシの生態に関し

て全く知らなかったことばかりで、目からうろこの御説明に驚きました。こちらが思い込んで
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きたことが、ほぼ迷信のような話であったり、効果的ではない電気柵の設置例などは、ちょっ

と気をつけるようにすれば効果が期待でき、鳥獣被害に諦めかけていた気持ちを明るくするも

のでもありました。

ところで、南国市の中山間では四方竹やゴーヤなどの特産品もあるとのことですが、既に農

業人口も高齢化が進んでおり、今後やはり新しい若い方が参加しやすくなる取組が必要になる

かと感じるところです。

2021年に策定された農水省のみどり戦略により、有機圃場を2050年までに農地全体の25％ま

で増やす取組が全国で進められているところですが、高知でも西のほうの農地の少ない中山間

の集落営農では有機農業をされているところがあります。ただし、有機農業の一番の問題点と

して、流通業者が少ないという出口戦略の不足が挙げられます。南国市の中山間でもし有機農

業のような特色ある環境保全型の農業ができたとしても、生産物を他のものと区別してどう売

るかが課題となります。

そこで、先日行われました有機農業などの生産品流通に関する京都の流通会社、株式会社坂

ノ途中の勉強会に参加されて、どうだったかを教えてください。

○議長（岩松永治） 農林水産課長。

○農林水産課長（川村佳史） １月24日に開催されました高知県有機農業推進協議会主催の有

機農業研修会に参加させていただき、実際に有機農業で生産された農産物の買い付けを行って

いる、いわゆるバイヤーの方々のお話をお伺いしてまいりました。

株式会社坂ノ途中は、主に新規就農者と連携して取引を行っている会社で、新規就農者は必

然的に小規模での営農からスタートし、生産量も少量で不安定ですが、そのことが逆に有機農

業に取り組みやすいということで、株式会社坂ノ途中は顧客のニーズ調査から販売、栽培計画

などを一連の流れで生産者と連携して行う仕組みを構築し、８割以上の方の経営が成り立って

いるとのことで、うまくいけば中山間地域における担い手確保にもつながるのではないかと、

そのように感じております。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございました。

株式会社坂ノ途中は、南国市で若手生産者とタマネギの産地化にも取り組んでいる、双日と

も資本業務提携をしている会社です。少量生産でも生産出荷が成り立つシステムを自らつくら

れていて、管理も省力管理、デジタル化で、これからの農業の在り方も取り入れていて、これ

なら例えば小さな中山間部の農地で有機農業で営農したい場合にも、出荷の出口として協力し
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てもらえるのではないかと期待しています。そのあたりのシステムができたら、平野部とは違

う取組で付加価値のついた農産物を作り、中山間部を場所によっては守れるのではないかと考

えます。

ここまで少し中山間の農業に関するお話としては、どう困難を打破するかという結構大変な

状況の話でした。このような状況下ではありますが、これからの農業担い手として、県立高校

ではありますが、地元の高知農業高校にも大いに期待をするところでもあります。その高知農

業高校が１月、フランスのリヨン市にありますシバンス農業高校との交流のためにフランスを

訪れ、ホームステイをしながら約１週間の交流をされたとのことで、南国市にある学校とフラ

ンスとの国際交流ということで、私も注目をしております。

課長からも中山間地域の担い手不足は深刻という答弁をいただいたところですが、もしかし

たらこの交流事業が中山間部の新しい世代の担い手確保につながるのではないかという期待も

しているところです。この件に関しまして、市長の御感想をお聞かせください。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） フランスとの交流につきましては、斉藤議員にもいろいろとお手伝いい

ただいておるというところで、それにつきましては本当に感謝申し上げるとこでございます。

高校生が海外の高校生と言葉の壁を乗り越えて交流し、異なる文化に触れることで互いの理

解を深めるということは、非常に有意義なものであると思います。フランスは農業大国であり

ますし、環境と調和した農業に対する考えや、畜産業における動物福祉の観点なども、日本と

は異なるものがあるのではないかと思いますので、日本とは全く規模、内容の違う農業に触れ

ることは、今後の人生を変えるような貴重な体験になったのではないかと思います。この経験

を踏まえ、次世代を担う若者たちが将来にも両国の良好な関係を築き、お互いの国に精通した

リーダー、かけ橋となる人材になることを期待しておりますし、もちろん農業分野におけます

これからの未来を担う人材として、大きく羽ばたいていただきたいと願うところでございます。

以上でございます。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。

畜産業においても世界水準で動物福祉が問われる時代となり、農業形態としても管理しにく

い農地の粗放的利用として、放牧なども考えられています。南国市にとっても次世代の人材育

成のきっかけになるのではないか、最近農業関係は先行きの見通しの暗い話、担い手や次世代

がいないという話題ばかりですので、高校生たちの中からこの交流経験を通し、世界と南国市
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の農業を考え、農地を継いでくれるよい人材が出てきてくれるのではないかと大いに期待して、

農業関係の質問を終わります。

次に、３番目、南国市で女性が輝くためにはという内容で質問をさせていただきます。

１番目の質問をさせていただきます。

「まちがいだらけの少子化対策」を読んでっていうことで、自身６人の子育てしてまいりま

して、確かに南国市は本当に以前から育児支援に尽力されてきたと思います。最近では医療費

を全額18歳まで無償化をする、令和元年からは住民税非課税世帯においては幼児教育・保育の

無償化、また私も子育てで本当恩恵を受けましたが、第２子以降兄弟実質保育料は無償という

ことで、様々な子育て支援策を講じられてきております。

日本は首都圏を除けば全国的にも人口減少が加速度的に進んでいるのが大きな問題で、地方

の最重要課題にもなっております。我が南国市でもそれは全く変わらず、高知県については

2024年に生まれた赤ちゃんの数が全国で最も少ない3,233人であったと厚生労働省の発表があ

りました。全国でもトップクラスのスピードで、少子化と高齢化が進んでいるという状況です。

そこで、少子化に歯止めをかけて、第２子、第３子を地域で産み育ててもらおう、子育てし

やすいまちづくりをしようという取組は各地で行われていて、大変分かりやすく、よいことで

ありますが、ここに来てそれだけではこの少子化は食い止められないということがデータから

明らかになり、それがこの「まちがいだらけの少子化対策」という本の中で説明されています。

つまりは、結婚して子供を授かりたい、または子供がいる家庭への支援だけでは少子化対策

になっておらず、一番の問題は若者の低所得による貧困化、特に女性の待遇の悪さや低所得、

それに伴う若者の都市部への流出や未婚化に原因があるというものです。この本の中では、地

方では稼げない、やりたい仕事がないなども、首都圏へ若者が流出し、加速度的に人口減少が

進む原因であるとありましたが、今現在南国市からの若い人口の転出数が分かれば、お教えく

ださい。

○議長（岩松永治） 企画課長。

○企画課長（田所卓也） 令和５年のデータとなりますが、本市からの転出者数はゼロ歳から

９歳までは144名、10歳代が206名、20歳代が717名、30歳代が297名、40歳代は192名となって

おり、20歳代の転出が最も多く、ここ数年ほぼ同様の傾向となっております。

転出先としましては、約６割が県内で、約４割が県外への転出となっており、県内転出の内

訳としましては６割弱が高知市への転出となっております。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。
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○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。

それでは、転出の主な理由が何なのか分かりますか。我が家の子供たちも、実際就職や進学

でやはり県外に出ている子たちもいますが、主にそういう理由でしょうか。

○議長（岩松永治） 企画課長。

○企画課長（田所卓也） 20歳代は、転出だけでなく転入者数も他の年代と比較して多く、議

員が言われるように大学等への進学や卒業、また就職を契機に転出入の動きが出ているのでは

ないかと考えております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 南国市には高知大学などもございますから、進学のために転入という

方もおいでるのかなというふうにも思います。

しかしながら、先ほどの御答弁にもあったように、20代は令和５年は717名も転出されてい

る、これがずっと毎年続いてるということで、その中の４割は県外転出っていうことで、それ

も進学の転出が多いかなというふうにも考えられますけれども、それにしても進学先を卒業し

て、そのまま県外へ就職してしまって帰ってこないということだとすると、まあまあの数が戻

ってきていないんじゃないかという心配をちょっとしております。

もし南国市外や高知県外から南国市内への大学を進学されても、その子たちもまた卒業と同

時に地元に帰られる、都会へ出られるということになれば、転入者がおるからいいというよう

な話だけでいいのかなというような気もします。

先日は県議会でも人口減少問題について、濵田知事が2025年の強化の方向性を示しました。

それによりますと、高知県全域としての人口減少の主な要因として、若者の県外転出、所得水

準の低さが考えられるということで、やはりより高い所得を求めて県外へ流出し、戻ってこな

い世代が多いということが県でも大きな問題になっているということです。都市部と高知県で

の所得差に関しましては、先日も斉藤正和議員の質問にもありましたが、年間平均100万円以

上も差があればさもありなんというところでしょう。

それを踏まえて高知県は、2025年の強化の方向性として、若者の所得向上を第一に掲げるこ

とや事業者の生産性向上を支援し、賃上げ環境を整備するとのことです。南国市でも法人化し

た１次産業の雇用に期待もするところではありますし、これに関しては個人の新規農業参入の

ハードルが高いので、まずは雇用されることから将来独立してもらって、２番目の質問でもち

ょっと言っていた農業従事者不足を少しでも解消できる取組になればとそっちも期待をしてお

ります。
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それと同時に、地方自治体としては南国市に住みたい、帰ってきたい希望者に対して、ぜひ

帰ってきてもらう、南国市を選んでもらう施策は必要だと思いますが、Ｕターンや移住者対策

として南国市が取り組んできたことはどのようなものがありますか。

○議長（岩松永治） 企画課長。

○企画課長（田所卓也） これまでの移住の取組といたしましては、県外への移住相談会への

参加や本市主催の移住相談会を開催することで、移住の意向のある方に本市の魅力等を説明し、

また来庁された方には市内を案内をしたこともあります。そのほかにも高知市や香美市、香南

市、本市で構成する高知まんなか移住協議会として、移住希望者に高知中央部を案内する高知

まんなか移住体験ツアーを実施しております。

また、経済的な支援としまして、上限はありますが、県外からの移住者に対する引っ越し費

用の補助や空き家を市が借り上げ、リフォームし、移住希望者に貸し出す空き家活用住宅促進

事業に取り組んでおります。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 実績はどのくらいになりますか、利用者の推移などはどのようになっ

ているのでしょうか、お答えください。

○議長（岩松永治） 企画課長。

○企画課長（田所卓也） 移住相談会の実績としましては、令和５年度は東京と大阪で計４回、

相談者数は73名、令和６年度は東京と大阪、広島で計４回、相談者数は106名、また移住体験

ツアーの実績としましては、令和５年度は１回、ツアー参加者は10名、令和６年度も１回でツ

アー参加者は12名となっております。

引っ越し費用の補助実績としましては、令和５年度は18世帯、令和６年度は８世帯となって

おり、空き家活用住宅促進事業で整備した中間管理住宅は12棟で、累計21人が利用しておりま

す。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございました。

移住政策に関しましては、若い移住者が最近増えてきているということで、四万十町にも視

察に行ってまいりました。令和５年度の移住組数は80組、移住者人数は99人です。ちなみに南

国市は43組、80人でした。

町内の空き家をリフォームして貸出しをするというところは同じというところですけれども、

建設課に御案内いただいた中間管理住宅は、内部はかなりしっかり、水回りなどはもう使い勝
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手のよさそうなものを使われていて、古民家カフェみたいな、すごくおしゃれな感じで、いか

にも今の若い方が好みそうな造りになっておりました。何より担当課の熱心さに、参加してい

る議員さん、皆さんが感心していました。つまり担当課がしっかり売り込みをして、しっかり

移住者さんの気持ちに寄り添うことがなければ、移住者政策はうまくいかないと思います。移

住される方の不安な移住生活をどこまで自治体や地域は面倒見てくれるのか、安心させてくれ

るのかというところも選択の理由の一つです。これに関しては企画課の皆さんの御活躍に期待

しております。

それと同時に、少子化は経済政策の不安定さから、いずれ結婚をしたいと思っていても諦め

ざるを得ない日本の若者の不安感から来ていることを忘れないようにしないといけません。

「まちがいだらけの少子化対策」の中でも、若者が結婚したくないと思っているデータはなく

て、実はいずれは結婚したいという願望がありながら、低所得、不安定な雇用現場にいるうち

に結婚を諦めていくというデータがありました。若者が安定的な生活ができるように社会が変

われば、少子化のスピードも少しは緩やかになるのではと期待するところです。

そして、Ｕターンを考えている若い方が南国市に戻りたくするのにはどうすればよいのか、

都会に出たけれど戻ろうか、どうしようかと考えている若者もいると思います。今後はそうい

う若い人たちが働きたくなる産業育成、雇用の創出、ジェンダーギャップの解消などが重要な

施策になると考えております。

次の質問に移りたいと思います。

若い女性に戻ってきてもらえるようにということで、それでは高知県では平成22年から令和

２年の10年間に若年女性、これは20歳から39歳の女性人口なんですけれども、その若年女性の

減少が全国19.4％のところ、28.8％と全国ワースト４位となっております。これと連動して出

生数が減少しているのは言うまでもありません。女性が高知県、また南国市にとどまってくれ

ないことには、赤ちゃん出生数激減を更新することになります。

前の質問項目でも質問しましたとおり、20歳代の若者が多く南国市から流出してはいますが、

中には戻ってきてくれている、20歳代の転入も多いと答弁にもありました。もしかしたら子育

てをするために家を建てるなどで、帰ってきているのではと想像するところですが、よい仕事

があれば一旦出ても帰ってくる若い人も今後もっと増えるのではと先ほども申し上げました。

南国市から一旦市外に出て、Ｕターンしてくる若い世代の働き場所に関しまして、南国市は

どのようにお考えなのでしょうか。

○議長（岩松永治） 企画課長。
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○企画課長（田所卓也） 市外に出る理由は様々だと思いますが、Ｕターンで帰ってくる際に

は働く場所は必要であり、その重要性については第２期南国市まち・ひと・しごと創生総合戦

略でも示しているところです。

令和７年度の高知県元気な未来創造戦略では、若者定着の課題の一つとして、若者の所得の

低さが挙げられており、若者、特に女性が働きたいと思うような会社や職種、また給料がいい

会社が受皿として数多くあれば、Ｕターンの数も増えてくるのではないかと考えております。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） 南国市には優良企業も多くありますし、そのあたりはぜひ企業との連

携もしっかり取って、例えば女性が働きやすい、活躍しやすい職場づくりや、子育てをしやす

い勤務体系などを作出していただけるように、協力していただいたらどうでしょう。今や人手

不足で、企業側も今まで活躍の場に出てきにくかった女性の雇用にも必要性を感じていると思

います。

ところで、先日も南国市の地域おこし協力隊の募集で、今回はごめんシャモ研究会で仕事を

してくれる協力隊を募集していました。先ほどの西内議員もその御説明をしてくださっており

ました。Ｕターンするのにいきなり正規職員はハードルが高いということもある場合に、受皿

として地域おこし協力隊を利用するというのはどうでしょうか。

○議長（岩松永治） 企画課長。

○企画課長（田所卓也） 市が必要とする業務のために募集する地域おこし協力隊に、地域要

件などの諸要件をクリアしたＵターン希望者を任用することはあるかとは思いますが、Ｕター

ン希望者の受皿として地域おこし協力隊を募集することは、地域おこし協力隊への業務等を準

備する手間や、国の特別交付税措置があるとしても市の財政面からは困難であると考えており

ます。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ある一定の条件をクリアする形で募集要項と合えば地域おこし協力隊

に応募してもらって、そこでＵターンで地元を盛り上げてもらうというのはいいかもしれませ

んね。

地元にも近所にいた子が帰ってくるというのであれば、皆さん歓迎してくれると思います。

ただし、業務内容がやりたいことであればという条件がつきます。地域おこし協力隊の募集に

関しても、やってみたい業務内容というのをもっと吟味してもいいのかもしれません。それで

も、一旦外に出て、外からふるさとを見たら、中にいるときには見えなかったよさが見えるこ
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とがありますし、そういう視点で情報発信をしてもらえるということになれば、南国市には大

変有意義なことだと思っております。

それでは、市長に最後にお伺いします。

南国市が若い女性が帰ってきたくなる、女性が住みたくなる町にするために、どのようなビ

ジョンを持っておいでますでしょうか。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 若い女性が帰ってきて住みたくなる町ということでありますが、まずは

住んでみたいと思っていただけるような魅力あるまちづくりと、女性がやりがいを感じ、生き

生きと働ける職場環境が必要ではないかと思うところです。その前提としまして、ジェンダー

ギャップの解消に取り組むことが必要であり、職場でも家庭でも男女の区別なく、共働き、共

育てができる環境整備が必要であるというように思うところです。

女性が働く魅力のある職業の選択肢が地方には少ないこと、また給与面でも都市部より少な

いのは事実でありまして、それを一気に改善するということは難しいことではありますが、地

方には自然の豊かさや人情味あふれる風土など、地方独特の魅力があり、子育て環境としまし

ては都会よりも優れていると感じる面も多々あると思います。それら地方の特徴と魅力ある労

働環境がそろえば、若い女性が帰ってくる可能性も高まるのではないかと思います。

南国市は、住む環境としては交通の要衝ということもあり、他県への移動も便利ですし、自

然も豊かです。文化ホールや新図書館など都市機能の充実も図っておりますし、大学、高校な

ど教育機関もあり、子育て支援も一定整っていると思っております。

先ほど企画課長が20歳代の転出者が他の年代と比較して最も多いと説明いたしましたが、二

十歳から24歳は確かに転出者が転入者よりもかなり多いところですが、25から29歳ではここ数

年、逆に転入者が多い状況があります。その年代の若者にとりまして、住みやすいと思えるよ

うな魅力を感じていただいているのではないかというようにも思うところでございます。

ポテンシャル的には、南国市は地方におきましては比較的高い地域であると思うところであ

り、今後は魅力ある企業誘致やデジタルを活用した新しい仕事の創出、また県内企業への労働

環境の整備など、働きかけていくことによりジェンダーギャップのない働きやすさと暮らしや

すさを感じられるような町を目指していくことこそが、若い女性に選ばれる町となるのではな

いかというように思います。

昨年６月議会での前田議員の女性のキャリア形成の質問への答弁で、保健福祉センター所長

が魅力ある男性にあふれた南国市、高知県にしていくことが重要であるというように答弁いた
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しましたが、そうなることも効果があるのではないかというように思います。それらの環境整

備をこれからも進めていきたいというように思います。以上です。

○議長（岩松永治） 斉藤喜美子議員。

○７番（斉藤喜美子） ありがとうございます。

本当に南国市というのは、交通の利便性も大変によくて、自然も適度にあり、子育てするの

には本当にいい魅力的な場所だというふうに私も思っています。市長も今まで本当に子育て施

策には尽力されてきて、もっともっと女性に対して、こちらで子育てしませんかってアピール

をしていただけたらいいのかなと思います。

魅力のある男性にあふれた南国市ってのが、本当にどういう感じなのかなというところで想

像ができるかできないかというところでありますけれども、じゃあ女性にとって魅力的な男性

っていうのはどういうことかっていうところもありますが。やはり女性が生活するっていうこ

とに関しては、安心感があったり、ストレスを感じないとか、そこはジェンダーギャップって

いうのも大いに関係していると思うので、おっしゃるとおり仕事の部分、また生活の部分でも

男性の皆様には周りの女性が笑顔でいられるように頑張っていただけたらいいのかなっていう

ふうに思います。それが魅力ある男性にあふれたということかもしれません。

多くの女性が男女参画や平等と言われつつも、仕事と女性としての役割と言われてきたもの

と両方を抱えて不平不満が大いにたまっているのではないかと思いますので、これは女性にだ

け気を配ってほしいというわけではありませんが、男性の皆様には御理解いただけたらなって

いうところです。

女性が働きたい仕事があること、何度も繰り返しになりますが、企業も人手不足に困ってい

るので、南国市としても企業に女性が働きたくなる職場づくりや、子育てを女性がしやすいっ

ていうような職場づくり、これを市長のほうからも働きかけをしてくれるということで、ぜひ

お願いをしたいと思います。

そして、女性が住みたい、ここで子育てをしたい、暮らしたいと選ばれる町になることこそ

が、南国市の持続可能性を今後も維持するために重要です。少子化を解消するには、安心して

子供を産み育てたいという社会が形成されていないと無理です。どう頑張っても、子供は女性

にしか産めません。もっと女性の笑顔の輝く南国市に、市長にはしっかり取り組んでいただき

たい、そうお願いいたしまして、今議会の一般質問を終わらせていただきます。それぞれ御丁

寧な御答弁、ありがとうございました。

○議長（岩松永治） 11番神崎隆代議員。
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〔11番 神崎隆代議員発言席〕

○１１番（神崎隆代） 公明党の神崎隆代です。

通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

今議会一般質問の最終となりましたので、これまでの御答弁と重なることもございますが、

よろしくお願いいたします。

３月５日付の高知新聞１面で、濵田知事は政府が2026年度新設に向けて議論している防災庁

の事前復興局（仮称）や地方分局を高知に設置することを国に提言するという記事がございま

した。ぜひとも実現していただき、高知のさらなる防災力の強化と底上げにつなげていただき

たいと思ったことでした。

それでは初めに、災害時に地域住民の避難所となる学校体育館の環境整備についてお聞きし

ます。

学校体育館は子供たちの教育の場であり、災害時には地域の避難所としても重要な役割を担

います。冷暖房空調の整備を加速させ、児童生徒に加えて避難者も安心して過ごせるようにす

ることが大切だと考えます。近年の激甚化、頻発化する自然災害において避難所となる体育館

に空調設備が整備されていないことなどから、被災後の避難生活の疲労やストレスで亡くなる

災害関連死の割合も残念ながら増加しています。国際赤十字が提唱する最低基準、通称スフィ

ア基準の項目でも、避難所については最適な快適温度、換気と保護を提供するとあり、このよ

うな問題意識から安全・安心な教育環境と避難所の環境整備について、スピード感を持って対

処し、改善することが求められています。

2024年９月１日時点の全国の公立小中学校の空調設置率は、普通教室で99.1％、体育館の空

調設置率については2018年の約１％から18.9％に上昇しているものの、まだまだこれからとい

う状況です。本市の現時点での小中学校の空調設置状況はどうなっているのですか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 南国市立小中学校の教室等への空調設備設置

状況でございますが、文部科学省に報告いたしました令和６年９月１日現在の状況となります

が、普通教室につきましては小学校149教室、中学校44教室全てに空調設備の設置ができてお

ります。体育館等につきましては、小学校13体育館、中学校４体育館、２武道場については空

調の設置はできておりません。特別教室の空調設置率につきましては、小学校107教室中82教

室で76.6％、中学校62教室中53教室で85.5％となっております。

特別教室の空調の設置状況でございますが、特別教室の中には教材室や資料室等、児童生徒
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があまり利用しない教室も含まれておりますので、児童生徒が授業等で利用する図書室、理科

教室、音楽教室、図画工作教室、家庭科教室、美術教室、技術教室について答弁させていただ

きます。

図書室、理科教室、音楽教室につきましては、全小中学校、全小学校、中学校、空調設置済

みとなっております。図画工作教室でございますが、十市小、稲生小、三和小、日章小、大湊

小、長岡小、岡豊小の図画工作教室には空調の設置ができておりません。空調設置できている

のは、後免野田小のみとなっております。

なお、大篠小、国府小、久礼田小、奈路小、白木谷小については、現在図画工作教室はござ

いません。

家庭科教室は、全ての小学校、中学校にございますが、小学校で空調が設置されているのは

大篠小、大湊小のみとなっております。中学校では２教室ずつございまして、香南中、北陵中

では１教室に、鳶ヶ池中では２教室とも空調の設置ができておりません。中学校の美術教室に

つきましては、全ての学校の美術教室に空調の設置ができておりますが、技術教室につきまし

ては、香南中、北陵中の技術教室には空調の設置ができておりません。以上でございます。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 空調整備がまだできていない特別教室につきましては、設置について

どのような計画をお考えですか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 小学校、中学校の空調につきましては、国庫

補助金を活用して設置しておりますが、国庫補助金との関係で特別教室の全てに空調を設置す

ることができておりません。普通教室に空調が設置されたことにより、空調の設置されていな

い特別教室の環境を以前よりも悪く感じてしまうこともあろうかと思いますので、現在空調の

設置のない特別教室への空調設置の必要性は感じております。

空調の特別教室への設置につきましては、学校現場の意見を聞き、国庫補助金等を活用しな

がら学校の施設整備の中で考えていきたいと思っております。以上でございます。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 空調設置ができていない特別教室につきましても、必要性は感じてい

ること、学校施設整備の中で考えていくということが分かりました。計画をして進めていただ

きたいと思います。

体育館につきましては、これまでも早く空調整備に取り組むべきだという質問もたくさんあ
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りましたので、財源や設置方法についても検討してきたことと思います。

昨年12月11日、2024年度補正予算案をめぐる衆院予算委員会の質疑の中で、公明党としまし

ても文部科学部会長の浮島とも子議員が学校体育館への空調整備について全国的に設置が進ん

でいない現状を指摘し、大幅な加速が求められると強調した上で、自治体が円滑に整備を行う

ために参考となる事例を周知すべきだと訴えるとともに、空調を整備する自治体への臨時特例

交付金をめぐっては、空調設置と同時に断熱性確保を求めないなど、柔軟な運用を要請し、リ

ーズナブルで効果的な断熱方法の周知を求めました。こうして2024年度補正予算で学校体育館

の空調エアコン整備に779億円が計上され、空調を整備する自治体への特例交付金の新設や関

連工事を含めた費用の２分の１の補助などが確定しました。

避難所となる体育館への空調整備については補助金を活用して行うと思いますが、どのよう

に計画をされているのですか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 避難所の空調対策は、近年の極端な気象状況を見ましても災害

関連死につながる重要な施策であると認識しております。

12月議会で西本議員より大阪府寝屋川市の事例を御紹介いただいたところですが、この導入

事例と同じものを大豊町でも導入されているとのことで、先日視察にも行ってまいりました。

このような状況の中で、新しい地方経済、生活環境創生交付金、地域防災緊急整備型が新た

に創設され、避難所の環境整備に係る資機材整備などについて、国により３月補正で財源措置

がされたところです。この中で避難所の空調につきましても、資機材として導入するものに対

しては対象となることから、この枠組みの中で空調機器を導入できないか、検討したところで

す。

詳しく調べてみますと、寝屋川市や大豊町で導入している空調機器については、固定をせず

に移動式としても使用できるものでありました。この移動式のものであれば今回の交付金の対

象となることから、３月補正へ２台分の予算を計上したところです。導入に係る予算は１台当

たり200万円、合計400万円程度を見込んでおります。

ランニングコストにつきましては、あくまで災害時やイベント時に使用することを想定して

おり、その際の電気代、または燃料費はかかりますが、経常的なコストはかからない運用がで

きるものと考えております。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 災害時に多くの場合、停電が想定されます。避難所となった体育館に
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エアコンがあっても、停電で稼働しなければ意味がありません。電力の復旧が長期化する場合

もあることから、空調整備には併せて非常用の発電機も必要になりますが、発電機についての

整備計画はどうなっておりますか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 導入を検討しております空調機器は、三相200ボルトの電源が

必要となりますが、電気の復旧に時間がかかることも考慮し、運転に際しては発電機を使用す

ることを想定しております。他県での導入事例も参考にして、空調機器本体と併せてこの空調

機器の運転が可能な発電機も整備する計画としております。

なお、発電機につきましては１台110万円ほどで、燃料としてプロパンガスまたはガソリン

のどちらでも使用可能なものを検討しております。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 課長からはスポットクーラーと発電機を２セット導入するということ

をお聞きいたしました。最終的にどれくらいの整備をする計画ですか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 指定避難所の中で収容面積が大きく、かつ空調設備のない小中

学校の体育館や社会体育施設への整備を検討しております。施設数としては23か所であります

が、最低限度の空調効果を得るためには、１施設につき最低２台は必要であると考えておりま

す。今回はそのうちの２台の導入を目指しておりますが、財政的な負担も大きい施策となりま

すので、今後の整備につきましては財源の確保も含めて実現を目指してまいります。あわせて、

長期避難用の避難所をできるだけ絞り込むなど、効率化の検討も行い、少ない台数での運用も

検討してまいります。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） スポットクーラー本体にはキャスターがついているため、移動も可能

ということをお聞きしています。まず、導入される２台のスポットクーラーの日常使いについ

てはどのように想定をされていますか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 今回の空調機器整備に当たり、活用を予定しております新しい

地方経済生活環境創生交付金につきましては、購入する資機材について平時より地域イベント

で活用するなど、地域住民が災害に備える意識を醸成する取組を予定していることが条件とさ

れております。導入後は、学校体育館や社会体育施設でのイベントなどの際に、訓練も兼ねて



－282－

使用していただきたいと考えております。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 最終的には、体育館ごとに２セットずつの空調整備をしていく計画を

立てているということですが、夏場の避難所を想像した場合、今の体育館の非断熱構造のまま

では２台のスポットクーラーでは非常に厳しいと思うのですが、課長はどう思いますか。少な

い台数で空調効果を効率よく生かすための対策が必要だと思いますが、どのような対策をお考

えでしょうか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 議員御指摘のとおり、真夏の体育館で空調の効果を得るために

は、気密性を高めるなど、施設そのものの断熱対策を行う必要があります。ただし、この対策

には非常に大きな費用がかかるため、現時点では実施が難しい状況です。

そのような状況の中で、先日議員から輻射熱を防ぐ遮光シートにつきまして御紹介をいただ

いたところです。遮光シートは、天井や壁などに張るだけで大きな断熱効果を得られるとのこ

とでした。また、工期も短く、比較的安価であることも特徴であり、空調機器と併せて導入す

ることにより、少ない台数でも効率的に運用できるのではないかと感じたところです。費用対

効果も見ながら、空調機器の導入と併せて遮光シートによる施設の断熱対策も検討してまいり

ます。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） また、検討していただいて、導入していただければと思います。

2023年度に、十市小学校、岡豊小学校の多目的室の空調整備が完了しています。長岡小学校

の多目的室はまだのようですが、どういう計画になっているのですか。

○議長（岩松永治） 教育次長。

○参事兼教育次長兼学校教育課長（溝渕浩芳） 長岡小学校の多目的室については、現在のと

ころ空調を設置する計画はございません。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 現在のところ計画はないということで、私のほうでは天井が高いため

に空調を設置しても効率が悪いということもお聞きしましたので、先ほどの遮熱シートを活用

して空調の効率を上げることは可能だと思います。長岡小学校の多目的室への空調導入に当た

っては、一緒に遮熱シートの導入を検討されてはどうかと思います。教育長、市長、それぞれ

の御判断をお伺いいたします。
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○議長（岩松永治） 教育長。

○教育長（竹内信人） 長岡小学校の多目的教室の空調についての御質問ですが、十市小学校、

岡豊小学校の多目的教室については、体育館とは違い断熱されていることや、他の学校の多目

的教室と比べて天井が低いこともありまして、緊急防災・減災事業債を活用して、空調を導入

いたしました。この２校の多目的教室は、授業を行う教室からの分離が可能でありまして、避

難体制と授業の再開が並行して行えると考えております。

一方、長岡小学校の多目的教室は、廊下を挟んで実際に授業を行う図書室とか理科室がある

ため、避難者を受け入れながらの学校再開が難しいと考え、空調を設置する計画にまでは至っ

ていないというのが現状であります。

○議長（岩松永治） 市長。

○市長（平山耕三） 長岡小学校の多目的教室に限らず、空調設備を導入するには施設の気密

性、断熱性は重要だと思っております。

議員が御紹介いただいた天井や壁などに張るだけで大きな断熱効果を得られる遮熱シートに

つきましては、施設の断熱対策に有効だと思ったところでございます。他団体の導入実績や本

市での検討結果を見ながら、導入について判断していきたいと考えております。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） よろしくお願いいたします。

次に、生活用水の確保についてお伺いいたします。

避難所では備蓄や支援物資のおかげで飲料水については箱が積み上げられるくらい確保され

ていたけれども、避難生活が長期化する中で、手洗いや洗濯などの生活用水の確保に困ったと

いう話がありました。

今回生活用水の確保についての対策を伺うことにしておりましたが、テレビで南国市では生

活用水確保のための浄水装置４台を導入という報道がありましたので、今回導入されました浄

水装置についてお聞きしたいと思います。

誰もが扱いやすいものなのか、ランニングコスト面はどうなのか、今回の導入の決め手はど

ういうところかなど、具体的に教えていただけますか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 今回導入しました浄水機能つき温水シャワーは、浄水器で浄水

したプールなどの水をボイラーで沸かし、シャワーとして使用できるものです。毎分40リット

ル程度のお湯を供給し、同時に最大４名の使用が可能なものであります。また、シャワーテン
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トなどもセットになっております。本体重量は110キログラムとなっており、非常に重いもの

ですが、自走式ユニットも附属しておりますので、誰でも簡単に設置場所へ移動させることも

可能です。

浄水器については、停電時は発電機等による外部からの給電、ボイラーは灯油により稼働す

るものです。その点で使用時には燃料代がかかります。また、使用時間により浄水器のフィル

ター交換が必要となります。交換の頻度は、輪島市で使用した事例では１日当たり12時間使用

する環境下で、１か月に一度程度であったとされています。

なお、フィルターは１個当たり１万2,000円となっております。

導入につきましては、従前から災害時の衛生環境対策の一環として、災害時でも使用できる

シャワーやお風呂の導入を検討していたところですが、今回導入した製品は浄水器付きのシャ

ワーということで、本市にも多くあるプールの水が使用できるというところが決め手になって

おります。

南海トラフ地震の発生時には長期間の断水も想定されており、水の確保が課題となりますが

浄水器を使用することで、この課題が一定解決されるものと考えての導入であります。

また、能登半島地震において、輪島市などでも使用されており、長期間安定的に使用できる

ことが確認されていることも導入の決め手となっております。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 今回導入されました４基の浄水器は、各中学校の防災倉庫に保管する

ということでした。今後の計画としまして、どれくらいの導入を考えていますか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 導入に当たっては、各地区の中心となり水源となるプールがあ

る中学校で使用することを想定しております。今回各中学校に１台ずつ、合計４台を整備しま

したが、女性、男性を分けての運用など、効率的な運用のためにはさらにもう一台ずつ整備が

できれば、なおよいのではないかと考えております。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） ありがとうございます。

続きまして、自宅等避難者について、質問をさせていただきます。

まず、指定避難所への避難者数の想定をお聞きします。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 南海トラフ地震で想定される最大の避難所避難者数は１万
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6,000人とされています。また、例えば、親類宅などへの避難所以外での避難者は9,000人と想

定されています。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 想定されている人数は、避難所で受入れできる人数となっているので

すか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 現時点で最大１万6,000人の想定避難者数に対して、小中学校

の全ての教室を利用して何とか充足できる状態となっております。教育の早期再開や保育の早

期再開は、災害時であっても市としての重要な業務でありますので、避難者の受入れと教育・

保育業務の両立を図るべく、状況に応じて広域避難も検討する必要があると考えております。

以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 教育の早期再開、保育の早期再開、本当に大切なことではありますが、

さきの避難所の環境整備の答弁では長岡小学校の多目的室への空調整備は図書室や理科室と廊

下を挟んだ向こう側であることや、学校再開のこともあり、計画もしていないということでし

た。危機管理課長の想定では、全ての教室を使用しないと避難者の受入れは難しいということ

です。避難者受入れとなると、十市小学校や岡豊小学校と同様に、緊急防災・減災事業債など

の活用や、長岡小学校は天井も高いということですので、断熱のことも含めて整備をすること

も考えられるのではないでしょうか。令和７年度までの緊急防災・減災事業債となっており、

時限措置ということもありますので、このことも併せてちょっとまた検討を、学校がするのか、

危機管理がするのか、また検討をしていただいて、やっぱり長岡小学校の多目的室も避難所と

しての想定になっておりますので、また空調の設置、考えていただきたいと思います。

避難所に避難をするのか、自宅に避難をするかなど、住民の意向を把握していくことは発災

後の支援物資の配布などにおいても大変重要なことだと思いますが、事前にどのように取り組

まれますか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 現状では、あらかじめ個人個人の意向等を把握することは困難

な状況であります。事前の取組としましては、先ほど答弁いたしました、想定される避難所避

難者数などの数字を基に、避難所の確保や物資の備蓄を進めるなどの対策を行っているところ

です。
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一方、地域の取組として、ある自主防災組織では管轄する全ての世帯に聞き取りをして、自

宅避難を想定しているか、あるいは避難所での避難を想定しているかなどを取りまとめている

ところもございます。事前に地域でこのような取組を進めていただくことが、発災時の迅速な

対応につながると考えているところです。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 発災後については、どういう方法で把握しようと考えていますか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 自宅避難者等の把握につきましては、まず自主防災組織を中心

として地域住民の安否確認や避難所運営を行う中で、一定の把握をお願いするところです。

次に、市の対策として公式ＬＩＮＥを活用し、住民に登録していただく方法を検討しており

ます。これは、一般通信回線が復旧していることが前提とはなりますが、能登半島地震を受け

た石川県でも実際に運用されておりました。

市外や県外も含めて、今現在どこでどのように避難しているのか、状況を登録することがで

き、また行政からの支援情報の確実な提供にもつながる有効な方法であるため、何とか実現を

したいと考えております。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 自宅避難者への支援物資の配布方法はどのように定めているのですか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 本市では、南国市物資配送マニュアルを定めておりますが、そ

の中で物資配送先は指定避難所44か所としております。把握した在宅避難者の情報に基づき、

避難所避難者も含めて必要物資を避難所へ配送し、配布することとなります。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 次に、トイレ、キッチン、ベッドということで、昨年の国の総合経済

対策には、防災・減災対策に関して避難所のトイレカー、キッチンカー、ベッドなどの整備へ

の支援や民間のトイレカー、キッチンカーなどの所有状況を登録するデータベース化、プッシ

ュ型支援の備蓄拠点を全国８か所に拡大することなどが盛り込まれました。

３月１日付の高知新聞には、高知に政府災害備蓄拠点を設ける方針であるという記事が掲載

されました。そこには段ボールベッドと簡易ベッドを各500個、パーティション1,000個、入浴

や調理に使う資機材等も来年の３月までに納入、完了させる予定とのことでした。

南海トラフ地震が起これば、陸の孤島となることが想定され、支援の手が届くまで長期間に
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及ぶだろうと予測されている高知にとりましては、大変に心強いことだと感じました。国はト

イレ、温かい食事ができるキッチン、ベッドを発災後48時間以内に避難所に設置することを目

標にして支援をしようとしています。南国市としましては、どのように取り組まれるのですか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 本市としまして、最大１万6,000人の避難所避難者が想定され

る中で、避難所においても人道憲章の原則であります尊厳ある生活を営むことができるよう、

段ボールベッドやパーティション、ポータブルトイレ等の整備を進めてきたところです。

このような状況の中で、先ほど申しました新しい地方経済生活環境創生交付金が新たに創設

され、避難所の環境整備に係る資機材整備などについて、国より３月補正で財源措置がされま

した。本市としてもこの交付金を活用し、避難所環境整備に係る資機材購入費を３月補正で予

算計上したところです。具体的には、トイレ、キッチン、ベッドのうち、トイレ、ベッドに関

連するものとして、災害用トイレカー１台、避難所用プライベートルーム220張り、避難所用

段ボールベッド220台について予算を計上しております。

トイレカーにつきましては、今回導入を検討しているものは車椅子やオストメイトに対応し

ているもので、災害時には配慮の必要な避難者の使用を想定しております。

内閣府では、全国自治体が保有する災害時に活用できるトイレカーやトイレトレーラーなど

のリスト化を検討しているとのことです。本市としてもトイレカーを整備することにより、全

国的な資機材整備の一端を担い、いざというときの受援や支援につなげたいということも導入

する理由の一つであります。ベッドや、それと併せて使用するパーティションにつきましては、

学校体育館など一定収容面積が広い避難所での使用を想定しております。本市では、指定避難

所のうち体育館の収容人数は合わせて約5,000人となりますので、この数字を基に備蓄の目標

量を検討してまいりますが、国のプッシュ型支援も期待しつつ、最終目標量を決めてまいりた

いと思います。以上です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） トイレカーの平時の活用については、どのようにお考えですか。

○議長（岩松永治） 危機管理課長。

○危機管理課長（野村 学） 平時の活用につきましては、本市でのイベント時の使用だけで

なく、トイレカー貸出制度を創設し、公益活動を行う市内団体への貸出しをすることなども検

討してまいります。貸出制度につきましては、既に導入している宇和島市での事例などを参考

に進めてまいります。以上です。
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○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 避難所環境の整備等につきましては、計画的に取り組んでいただいて

おります。けれども、一方でスピード感を持って進めていく必要がございます。それには優位

な財源を確保することはもちろんですが、最少コストで最大効果を発揮するものか、ランニン

グコストの最小化、そして環境面の脱炭素化のこともしっかり考えていただきますことをお願

いしたいと思います。

次の項目の保健福祉センター事業についての質問に移ります。

初めに、帯状疱疹ワクチンについてお聞きします。

いよいよ４月から帯状疱疹ワクチンが定期接種となりますので、喜んでいる方がたくさんい

らっしゃいます。施政方針でも述べておられましたが、今の準備状況を教えていただけますか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 帯状疱疹ワクチンの定期接

種化につきましては、平成28年より議論をされており、令和７年１月の厚生科学審議会予防接

種ワクチン分科会において、帯状疱疹を予防接種法上のＢ類疾病に位置づけることについて諮

問、答申を行い、了承されました。

施政方針でも述べましたように、接種対象者は60歳から64歳でヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能に障害を有する方、令和７年度から11年度までの５年間は年度の年齢が65歳から５歳

刻みの年齢の方、100歳以上の方につきましては令和７年度に限り全員を接種対象として、４

月より順次接種の案内をお送りする予定です。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 現在薬事承認されている帯状疱疹ワクチンには、生ワクチンと組換え

ワクチンがあります。生ワクチンは１回接種で、組換えワクチンは２回接種となっています。

効果の持続期間も違うので、帯状疱疹ワクチンの接種希望者はどちらのワクチンを接種するの

か選ぶことになります。選ぶ際には自己負担額も考慮することになるかと思います。それぞれ

の金額はどれくらいになるのですか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 帯状疱疹ワクチン接種の自

己負担額につきましては、県下の市町村と中芸広域連合で組織する高知県市町村保健衛生職員

協議会で協議し、３月５日に行われた県医師会理事会で生ワクチンの自己負担額につきまして

は１回につき3,000円、２回接種が必要な予防効果の高い組換えワクチンにつきましては１回
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につき7,000円で承認されています。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 最新情報をありがとうございます。補助がない場合の接種費用は、生

ワクチンが8,965円、組換えワクチンが１回２万977円、２回で４万1,950円かかりますので、

今回定期接種化されたことで、生ワクチンは３分の１、組換えワクチンは６分の１の自己負担

で接種できるようになりました。

生ワクチンは５年から７年程度で効果が弱まることや、組換えワクチンは10年たっても高い

効果があるとされています。副反応としましては、厚生労働省によりますと、臨床試験で接種

部位の痛みやかゆみのほか、全身の倦怠感が報告されていますが、重い症状はなく、安全性は

確認されているということです。

これらの情報を個々が判断されて接種をするかしないかを決めるわけですが、対象年齢を外

れると定期接種として受けることができなくなりますので、接種されたい方にはこの点も留意

していただきたいと思います。

続きまして、子宮頸がんを予防するＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種についてお聞きし

ます。

子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスの感染を防ぐＨＰＶワクチンは、2013年４

月に定期接種化され、小学６年から高校１年相当の女性は無料でワクチン接種が受けられるよ

うになっています。しかしながら、副反応と疑われる症状の報告が相次いだため、2013年６月

に定期接種の位置づけのまま、個別に接種を呼びかける積極的勧奨が差し控えられました。そ

の後、厚生労働省の審議会で安全性に特段の懸念は認められないとの結論が出され、2022年４

月から積極的勧奨が再開されています。

積極的勧奨が差し控えられていたために公費接種の機会を逃した対象者には、現在全額公費

負担で無料のキャッチアップ接種が実施されています。ＨＰＶワクチンのキャッチアップ接種

の経過措置延長の状況を教えていただけますか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） ＨＰＶワクチンのキャッチ

アップ接種の経過措置の対象者につきましては、従来のキャッチアップ接種の対象者、平成９

年度生まれから平成19年度生まれの女子に加え、令和７年度に新たに定期接種の対象から外れ

る方、平成20年度生まれの女子も対象となっています。令和６年度末までに１回以上接種をし

ている方につきましては、期間終了後も公費で３回の接種を完了できるよう、１年間の経過措
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置を設けることになりました。

経過措置の延長につきましては、広報３月号とホームページでお知らせしています。また、

定期接種の公費助成がある最終年度の平成20年度生まれの対象者には、勧奨はがきをお送りし

ました。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） ありがとうございます。

対象者が知らなかったから接種できなかったということがないように、対処をしていただい

ていることが分かりました。県のほうでも期間延長についての広報や、新たなチラシを高校や

専門学校、大学へ配布したり、理美容団体の協力を得て、チラシの店頭掲示などもされている

ようです。

世界保健機関ＷＨＯは、子宮頸がんの撲滅を目指してワクチン接種を推奨しています。ワク

チン接種につきましては個人の判断ですが、市としましては今後も市民の健康を守る対策をよ

ろしくお願いいたします。

次に、こころの体温計について質問いたします。

ホームページや２月の広報に掲載されたこころの体温計についての説明とアクセス数につい

て教えていただけますか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） こころの体温計は、自殺防

止緊急強化補助事業として平成24年度から導入している、パソコン、スマートフォン等を利用

して、気軽にメンタルチェックができるシステムです。健康状態や人間関係、住環境などの質

問に回答していただくと、水槽の中で泳ぐ金魚や金魚を狙う猫が登場し、利用者のストレス度

や落ち込み度を表示してくれます。

令和５年度のアクセス総数は8,901件、令和６年度は１月末現在１万7,823件と急増しており、

アクセス数が増加した要因として、昨年度まではホームページと市広報のみでのお知らせでし

たが、本年度よりＬＩＮＥでのお知らせを開始したこと、またメンタルヘルスの認知度が一般

的に上がってきたことが考えられます。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） どのような効果が期待できますか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 市民に心の健康への関心を
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高めてもらい、メンタル面のセルフケアの意識づけを心がけてもらう効果が期待できます。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） こころの体温計で診断をした結果が芳しくない人には相談できるよう

に、17の様々な機関への連絡先が掲載されています。これまでにどのような相談がありました

か。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） こころの体温計の結果を見

て電話等の相談をされた方は今のところはありませんが、気持ちがつらくて相談をしたいなど

の電話があれば、担当保健師が相談者のお話を傾聴し、可能であれば対面での面接をしたり、

訪問も行っています。相談の中で、体調、生活、経済面などでお困りのことがあれば一緒に解

決に向けて考えたり、医療や福祉等、適切な相談先におつなぎをし、同行受診や相談時は同席

をし、相談者の負担を軽減する支援を行っています。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） 本市の職員にもメンタルヘルス不調により休職している方が何人かい

るとお聞きしました。メンタルヘルス不調者への対応で重要なのは、早期発見、早期対応と継

続的なフォローだと言われています。自分自身や周りの人がメンタルヘルス不調のサインに早

く気づいて対処することが大事です。本市では、職員へのメンタルヘルス対策はどのように取

り組んでいるのですか。

○議長（岩松永治） 保健福祉センター所長。

○保健福祉センター所長兼こども家庭センター所長（藤宗 歩） 各所属長が30分ずつ時間を

使い、各課の事業や業務を説明する新採研修の際、保健福祉センターの枠ではバランスの取れ

た食生活、適正飲酒の勧め、健診の重要性とともにこころの体温計を紹介して、資料にもアク

セスするＱＲコードを載せ、趣味を持つこと、ＳＮＳ上でも構わないので仲間を持つこと、自

分の機嫌は自分で取れる大人になるよう伝えています。

○議長（岩松永治） 総務課長。

○参事兼総務課長兼選挙管理委員会事務局長（松木和哉） 市職員へのメンタルヘルス対策に

つきましては、毎月過重労働者に対しまして産業医による面接を行うほか、年１回のストレス

チェックを実施をしまして、高ストレス者には医師による面接指導を行っております。

メンタルヘルスに関する研修につきましては、こうち人づくり広域連合の階層別研修の中に

組み込まれ、実施をしております。
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また、昨年の４月には全職員にメンタルヘルスに関するセルフケア小冊子を配布をいたしま

して、職員一人一人がストレスとうまく付き合うスキルを身につけ、実践することの大切さに

ついて周知を行ったところでございます。

○議長（岩松永治） 神崎隆代議員。

○１１番（神崎隆代） いろいろと対策をされていることが分かりました。

新採研修でも紹介されているこころの体温計は、簡単なストレスチェックの方法として、心

の状態を可視化して知ることができるものになっています。折に触れて活用することで、早期

発見、早期対応につながればと思います。今後も多くの方が活用できるように継続して取り組

んでいただきたいと思います。

以上で私からの質問を終わります。御答弁大変にありがとうございました。

―――――――――――＊―――――――――――

○議長（岩松永治） 以上で通告による一般質問は終了いたしました。

これにて一般質問を終結いたします。

明８日と９日は休日のため休会とし、３月10日に会議を開きます。10日の議事日程は、議案

の審議であります。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。

お疲れさまでした。

午後２時23分 散会


